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１ 

は
じ
め
に

生
類
憐
み
の
令
は
、
五
代
将
軍
徳
川
綱
士
ロ
の
治
政
下
で
発
令
さ
れ
た
生
類
保
護
に

関
す
る
轌
垂
肘
法
令
の
総
称
で
あ
る
。
そ
の
発
令
時
期
を
め
ぐ
っ
て
は
異
説
が
あ
る
も

の
の
、
貞
享
期
（
一
六
八
四
’
八
八
）
頃
か
ら
具
体
化
さ
れ
、
宝
永
六
年
（
一
七

○
九
）
の
綱
吉
の
死
去
ま
で
、
こ
の
幕
府
法
令
が
拡
充
さ
れ
、
実
効
性
を
も
っ
て
機

能
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
了
解
さ
れ
て
い
る
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。

一
方
、
家
康
以
降
の
歴
代
将
軍
は
、
古
代
以
来
の
歴
史
の
な
か
で
権
力
者
の
象
徴

と
し
て
位
置
づ
い
て
き
た
鷹
狩
り
を
行
い
、
そ
の
た
め
の
制
度
を
整
備
し
た
。
将
軍

は
鷹
狩
り
を
行
わ
な
く
な
っ
て
い
た
天
皇
に
「
鷹
の
鶴
」
を
進
上
し
、
ま
た
公
家
の

鷹
遣
い
券
禁
じ
、
鷹
狩
り
鐸
武
家
の
特
権
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
大
名
と
の
関
係
で

は
鷹
や
「
鷹
の
鳥
」
を
下
賜
し
、
一
方
恩
賜
の
鷹
で
捕
っ
た
獲
物
を
将
軍
に
献
上
さ

せ
る
な
ど
の
儀
礼
が
あ
っ
た
。
鷹
狩
り
の
場
と
な
る
鷹
場
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
有

力
大
名
は
関
東
や
畿
内
近
国
に
鷹
場
を
下
賜
さ
れ
、
そ
こ
で
の
願
狩
り
に
よ
る
猶
物

も
献
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
腿
を
め
ぐ
る
支
配
・
儀
礼
関
係
は
天
皇
や
大

名
は
も
ち
ろ
ん
、
民
衆
に
い
た
る
ま
で
包
み
込
み
、
幕
府
の
放
鷹
制
度
が
維
持
さ
れ

て
い
た
。

と
こ
ろ
で
、
鷹
狩
り
は
殺
生
を
前
提
と
す
る
狩
猟
の
一
つ
で
あ
る
。
生
類
憐
み
の

令
の
発
令
と
同
時
に
放
鷹
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
生
類
の
保
護
存
壼
義
務
づ
け
た
幕
府
が
殺
生
堂
別
提
と
す
る
放
鷹
制
度
を

維
持
す
る
と
い
う
二
律
相
反
す
る
問
題
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

生
類
憐
み
の
令
は
綱
吉
政
権
が
掲
げ
た
「
仁
政
」
と
い
う
政
策
基
調
の
延
長
線
上

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
政
策
だ
が
、
幕
府
成
立
当
初
か
ら
構
築
さ
れ
て
き
た
放
鷹
制
度

も
「
仁
政
」
の
枠
内
で
展
開
さ
せ
る
必
要
が
あ
つ
わ
。
そ
れ
に
し
て
も
、
放
鷹
制
度

ｌ
生
類
憐
み
政
策
下
に
お
け
る
放
鷹
制
度
の
変
容
過
程
Ｉ

一
元
禄
期
放
鷹
制
度
の
変
容

綱
吉
は
将
軍
就
任
時
に
そ
の
政
策
基
調
と
し
て
仁
政
方
針
を
打
ち
出
し
、
将
軍
在

任
中
に
鷹
狩
り
を
一
度
た
り
と
も
挙
行
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
凶

作
時
に
農
村
が
疲
弊
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
｜
時
的
に
鷹
匠
の
鷹
遣
い
を
止
め
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
鵬
匠
の
在
地
で
の
膿
遣
い
が
農
民
の
人
足
・
諸
役
負
担
を
前

提
に
成
り
立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
幕
府
は
将
軍
の
畷
の
訓
練
な
ど
に

あ
た
る
鷹
匠
の
鷹
遣
い
を
全
面
的
に
停
止
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

一
方
、
天
和
期
に
は
同
二
（
一
六
八
二
）
年
三
月
二
一
日
、
同
年
一
一
一
月
五
日

は
前
述
し
た
よ
う
に
幕
藩
体
制
の
仕
組
み
に
広
く
浸
透
し
て
樹
築
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
を
改
変
す
る
こ
と
は
こ
の
社
会
の
も
と
で
の
国
家
儀
礼
や
主
従
関
係
に
も
多
大
な

影
響
を
与
え
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

従
来
、
生
類
憐
み
の
令
と
放
鷹
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
生
類
憐
み
の
令
の

発
令
に
よ
っ
て
放
畷
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
と
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
近

年
の
研
究
成
果
で
は
生
類
憐
み
の
令
の
も
と
で
放
鷹
制
度
が
漸
次
縮
減
さ
れ
て
い
き
、

そ
れ
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
に
は
長
い
年
月
を
要
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
綱
吉
政
権
は
そ
れ
ま
で
の
政
権
が
願
関
係
に
よ
っ
て
つ
く
り
あ
げ
た
全
国

支
配
の
体
制
を
生
類
憐
み
の
志
に
よ
っ
て
一
層
強
固
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
と
い

う
問
題
提
起
も
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
生
類
憐
み
政
策
下
の
放
鷹
制
度
の
変
容
過
程
を
明
ら
か
に
し

つ
つ
、
畷
役
人
の
動
向
や
生
類
保
護
の
特
質
、
そ
し
て
「
御
留
場
」
概
念
の
成
立
な

ど
の
問
題
を
、
享
保
期
の
幕
府
放
鷹
制
度
復
活
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
考
え
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

根
崎
光
男
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２ 

の
二
回
に
わ
た
っ
て
鷹
方
役
人
の
削
減
を
断
行
し
、
ま
た
在
地
に
居
住
し
た
公
儀
鳥

見
付
属
の
鳥
見
同
心
（
郷
鳥
見
）
も
御
役
御
免
と
な
り
、
さ
ら
に
同
二
年
九
月
に
は

鴻
巣
の
鷹
部
屋
、
同
三
年
八
月
に
は
八
王
子
の
鷹
部
屋
も
廃
止
さ
れ
た
。
こ
う
し
た

状
況
は
貞
享
期
に
入
っ
て
も
変
わ
ら
ず
、
同
三
年
（
一
六
八
六
）
一
○
月
五
日
に
は

手
鷹
師
・
鳥
見
が
大
量
に
小
普
請
人
と
な
り
、
こ
の
な
か
に
伊
豆
三
島
の
鳥
屋
飼
を

つ
と
め
た
阿
部
宗
義
も
含
ま
れ
、
そ
の
結
果
三
島
の
鷹
部
屋
は
廃
止
さ
れ
た
と
み
ら

れ
る
。
ま
た
同
年
一
二
月
に
は
武
蔵
川
越
に
居
住
し
た
公
儀
鳥
見
の
鈴
木
重
国
が
江

戸
へ
の
引
っ
越
し
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
削
減
・
廃
止
さ
れ
た
の
は
鷹
方
役
人
や
鷹

部
屋
ば
か
り
で
な
く
、
天
和
期
以
降
、
武
家
儀
礼
と
し
て
の
大
名
な
ど
へ
の
諸
鳥
下

賜
・
饗
膳
儀
礼
も
著
し
く
停
止
さ
れ
て
い
く
方
向
に
あ
り
、
将
軍
鷹
狩
り
時
の
奉
仕⑩
 

者
へ
の
褒
美
下
賜
儀
礼
も
そ
の
鷹
狩
り
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
｝
」
と
で
姿
を
消
し
芯
。

貞
享
期
以
降
、
幕
府
法
令
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
生
類
憐
み
の
令
が
発
令
さ
れ
る
に

お
よ
ん
で
、
放
鷹
制
度
は
こ
れ
に
連
動
し
て
さ
ら
に
縮
小
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、

元
禄
期
に
入
っ
て
も
鷹
方
役
人
は
存
在
し
、
ま
た
鵬
師
の
鷹
遣
い
及
び
村
落
へ
の
鷹

場
規
制
も
依
然
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
縮
小
さ
れ
た
と
は
い
え
鷹
儀
礼
も

執
行
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
元
禄
期
以
降
の
放
鵬
制
度
の
推
移
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
幕

府
の
放
鷹
制
度
が
将
軍
家
の
鷹
狩
り
を
起
点
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
以
上
、

聡
の
確
保
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
類
憐
み
の
令
が
強
化
さ
れ
て
い
く

な
か
で
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
六
月
二
一
日
に
鷹
坊
（
鴎
部
屋
）
で
飼
育
さ

れ
て
い
た
黄
熈
・
鶴
二
三
据
が
武
蔵
国
入
間
・
高
麗
両
郡
の
山
中
に
、
ま
た
翌
月
一
一

一
日
に
も
川
越
山
中
に
黄
鷹
・
鶴
二
○
据
が
放
た
れ
泡
。
こ
の
頃
、
幕
府
の
鵬
坊
に

ど
れ
く
ら
い
の
鷹
が
飼
育
さ
れ
て
い
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
保
有
鷹
数
の
著
し
い
減

少
は
放
臓
制
度
の
維
持
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。
そ
し
て
同
六
年
九
月
一
二
日
に

は
鷹
坊
の
鷹
が
す
べ
て
新
島
に
放
た
れ
た
の
で
あ
燕
・
こ
れ
は
二
日
前
の
幕
府
の
鷹

遣
い
の
停
止
方
鮴
に
沿
っ
た
措
置
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
幕
府
は
九
月
一
○
日
鷹
匠
町
を
小
川
町
に
、
同
月
一
一
一
日
に
餌
指
職
を
廃
止

し
た
こ
と
で
、
餌
指
町
を
富
坂
町
に
改
め
た
。
こ
の
な
か
で
、
尾
張
・
紀
伊
・
水

戸
・
甲
府
・
前
田
・
井
伊
の
各
家
は
幕
府
か
ら
下
賜
さ
れ
て
い
た
恩
賜
鷹
場
を
返
上

し
、
ま
た
鷹
部
屋
を
廃
し
て
鷹
を
放
ち
、
幕
府
の
鷹
遣
い
停
止
に
追
随
す
る
動
き
を

み
せ
た
。
こ
う
し
て
幕
府
の
鷹
が
す
べ
て
放
た
れ
、
鷹
師
ら
の
鷹
遣
い
も
ま
た
一
切

停
止
さ
れ
た
こ
と
で
、
幕
府
の
放
鷹
制
度
が
全
廃
さ
れ
た
か
に
み
え
る
。

確
か
に
、
元
禄
四
年
の
武
騨
で
確
認
で
き
る
鷹
師
頭
の
小
栗
長
右
衛
門
正
直
・
清

水
権
之
助
吉
春
、
鶴
頭
の
小
野
吉
兵
衛
次
隆
の
う
ち
、
臓
師
頭
を
継
い
だ
小
栗
正

直
の
子
正
等
は
同
六
年
七
月
一
二
日
に
小
普
請
入
と
な
り
、
小
野
次
隆
は
同
四
年
一

一
一
月
八
日
に
死
去
、
そ
の
あ
と
を
継
い
だ
子
の
次
顕
も
同
六
年
三
月
一
一
九
日
に
死

去
、
こ
の
た
め
次
隆
の
二
男
次
興
が
次
顕
の
養
子
と
な
り
家
を
継
い
だ
が
、
同
六
年

七
月
一
二
日
に
小
栗
正
等
と
同
じ
く
小
普
請
入
と
な
っ
て
い
か
。
ま
た
鷹
師
頭
で
あ

っ
た
間
宮
左
衛
門
敦
信
は
貞
享
二
年
一
二
月
に
罪
を
得
て
閉
門
、
翌
三
年
五
月
の

Ⅳ
 

赦
免
の
の
ち
、
同
八
月
勤
め
を
許
さ
れ
て
小
普
請
入
と
な
っ
か
が
、
間
宮
組
に
属
し

た
鷹
匠
同
心
二
○
人
は
役
目
を
継
続
し
て
い
た
模
様
で
、
元
禄
六
年
の
畷
遣
い
の
停

止
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
武
蔵
国
橘
樹
郡
北
加
瀬
村
の
給
地
五
○
○
石
を
召
し
上
げ
ら

劇
、

れ
、
そ
の
あ
と
蔵
米
三
七
俵
二
人
扶
持
を
絵
さ
れ
て
い
み
。

し
か
し
、
天
和
二
年
三
月
二
一
日
に
鷹
師
頭
か
ら
大
番
に
転
じ
た
加
藤
伊
織
則
久

は
元
禄
五
年
一
二
月
一
四
日
鷹
師
頭
に
復
帰
し
、
同
六
年
九
月
の
鷹
遣
い
停
止
後

も
鷹
師
頭
の
地
位
に
あ
っ
た
。
こ
の
加
藤
が
鷹
師
頭
を
辞
し
、
小
普
請
入
と
な
る
の

は
同
九
年
一
○
月
一
四
日
の
こ
と
で
あ
魏
・
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
加
藤
の
も
と
に
は

手
鷹
匠
・
鷹
匠
同
心
が
お
り
、
同
六
年
九
月
に
廃
止
さ
れ
た
と
さ
れ
る
餌
指
役
を
付

属
さ
せ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

幕
府
の
餌
指
職
は
関
東
の
ほ
か
に
京
都
に
も
い
た
が
、
そ
の
京
都
の
町
餌
指
三
四

人
は
同
七
年
五
月
、
鷹
遣
い
が
停
止
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
餌
指
役
が
存

在
す
る
の
は
道
理
的
に
合
わ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
町
猟
師
に
な
る
よ
う
申
し
付
け

ら
れ
た
も
の
の
、
か
れ
ら
に
殺
生
停
止
が
命
じ
ら
れ
る
の
は
同
一
六
年
九
月
で
あ
り
、

そ
の
際
も
「
餌
さ
し
三
拾
四
人
え
申
渡
、
証
文
申
付
候
」
脳
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
餌

指
役
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
同
六
年
九
月
に
廃
止
さ
れ
た
餌
指
は
御
家
人
身
分
の
餌

指
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
幕
府
の
生
類
憐
み
の
令
に
敏
感
に
反
応
し
た
会

津
藩
で
は
、
同
七
年
五
月
二
六
日
に
「
只
今
生
類
憐
み
に
て
殺
生
御
禁
制
之
事
候

故
、
餌
指
大
勢
無
役
二
罷
在
候
間
、
弐
人
宛
御
附
被
下
度
由
御
用
人
共
申
出
、
依

而
者
月
番
へ
計
、
向
後
餌
指
弐
人
御
附
被
成
之
旨
被
仰
出
之
冠
と
い
う
措
置
を
講

じ
て
お
り
、
餌
指
か
ら
無
役
と
な
っ
た
者
を
月
番
の
御
用
人
に
の
み
一
一
人
ず
つ
付
属

Hosei University Repository



３ 
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。

ま
た
鳥
見
は
元
禄
六
年
九
月
の
鷹
遣
い
停
止
後
も
鵬
場
支
配
に
あ
た
っ
て
お
り
、

こ
れ
が
廃
止
さ
れ
る
の
は
同
九
年
一
○
月
七
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
の
申
渡
し
に

「
御
鳥
見
役
林
勘
右
衛
門
・
若
林
平
三
郎
・
幸
田
孫
介
・
岡
田
甚
右
衛
門
・
海
野
三

右
衛
門
、
右
御
役
御
免
、
山
本
藤
右
衛
門
・
佐
原
十
左
衛
門
支
配
二
被
仰
付
、
只

今
迄
ノ
御
鳥
見
場
御
用
、
御
代
官
へ
渡
申
筈
」
画
と
あ
り
、
鳥
見
役
の
林
ら
五
名
は
鷹

師
か
ら
生
類
方
（
寄
合
番
支
配
）
と
な
っ
て
い
た
山
本
・
佐
原
両
名
の
指
揮
下
に
属

し
、
寄
合
番
と
し
て
生
類
方
御
用
に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
鳥
見
の
職

務
は
代
官
の
管
轄
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。
同
日
、
鳥
見
組
頭
に
つ
い
て
も
「
御
用

無
之
二
付
小
普
請
二
入
、
幡
野
一
郎
兵
衛
・
松
下
安
兵
衛
、
と
あ
り
、
小
普
請
入

と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
宝
永
元
年
・
同
三
年
・
同
七
年
・
正
徳
三
年

の
武
鑑
に
は
鳥
見
組
頭
と
し
て
松
下
安
兵
衛
・
幸
田
孫
介
・
若
林
平
三
郎
ら
の
名
が

登
載
さ
れ
て
お
”
、
一
時
は
御
役
御
免
と
な
っ
た
が
、
ま
も
な
く
こ
の
役
職
に
復
帰

し
た
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
鷹
方
役
人
の
削
減
及
び
廃
止
の
方
向
性
は
明
ら
か

で
、
そ
れ
ら
を
所
管
し
た
若
年
寄
の
職
務
分
掌
の
変
更
を
も
余
儀
な
く
さ
せ
た
。
こ

れ
ま
で
若
年
寄
の
さ
ま
ざ
ま
な
職
務
は
月
番
体
制
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
が
、
元

禄
二
年
二
月
一
四
日
に
は
秋
元
但
馬
守
喬
朝
（
喬
知
）
が
奥
向
御
用
・
普
請
方
、

加
藤
越
中
守
明
英
が
生
類
方
・
腰
物
方
・
舞
楽
並
び
に
猿
楽
、
米
倉
丹
後
守
昌
尹

が
納
戸
方
・
細
工
方
・
普
請
方
、
本
多
伯
耆
守
正
永
が
馬
方
・
数
寄
屋
方
・
中
野

犬
小
屋
の
専
管
担
当
へ
と
改
正
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
み
ら
れ
た
臓
方
支

配
の
職
分
が
消
滅
し
、
新
た
に
生
類
方
の
職
分
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
葎
・
以
後

の
若
年
寄
の
任
免
の
な
か
で
も
職
務
分
掌
は
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
の
専
管
体
制
に
よ
り

維
持
さ
れ
た
が
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
一
一
一
月
二
三
日
に
は
再
び
月
番
体
制

に
戻
っ
酒
。
こ
の
な
か
で
、
宝
永
六
年
（
一
七
○
九
）
正
月
の
将
軍
綱
吉
の
死
去
ま

で
は
生
類
方
（
寄
合
番
）
の
活
動
が
確
認
で
き
る
が
、
江
戸
市
中
な
ど
か
ら
集
め
ら

れ
飼
わ
れ
て
い
た
鳶
や
烏
が
生
類
憐
み
の
令
の
解
除
に
よ
っ
て
放
た
れ
、
ま
た
後
述

す
る
よ
う
に
か
れ
ら
が
管
理
し
た
小
石
川
放
鶴
場
な
ど
の
鶴
も
放
た
れ
て
い
浄
の
で
、

こ
れ
に
よ
っ
て
生
類
方
（
寄
合
番
）
は
解
体
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
幕
府
の
鷹
儀
礼
の
う
ち
、
諸
鳥
の
下
賜
儀
礼
は
元
禄
期
に
入
っ
て
も
一
部

継
続
さ
れ
て
い
た
が
、
御
三
家
へ
の
願
馬
の
下
賜
が
同
五
年
を
も
っ
て
姿
を
消
し
、

残
る
は
禁
裏
・
本
院
・
仙
洞
な
ど
へ
の
新
潟
・
鷹
の
鶴
・
初
鶴
な
ど
の
献
上
の
み
と

な
つ
か
・
そ
し
て
「
幕
府
日
記
」
の
宝
永
三
年
九
月
二
日
条
に
「
禁
裏
・
仙
洞
江
鶴

御
進
献
之
、
但
当
年
占
御
鷹
之
鶴
止
と
、
と
あ
り
、
慶
長
期
以
来
継
続
さ
れ
て
き

た
朝
廷
へ
の
鷹
の
鶴
の
献
上
が
こ
の
段
階
で
停
止
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
以
後
も
鷹

の
鶴
と
は
別
の
新
潟
・
初
鶴
の
献
上
は
継
続
さ
れ
た
が
、
鷹
狩
り
の
狸
物
と
し
て
の

鷹
の
鶴
の
献
上
が
な
く
な
っ
た
こ
と
は
放
鷹
制
度
の
存
続
の
う
え
か
ら
は
大
き
な
後

退
を
意
味
し
た
。
但
し
、
国
土
領
有
を
め
ぐ
る
天
皇
・
将
軍
間
の
礼
の
秩
序
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
新
潟
・
初
鶴
の
献
上
が
以
後
も
継
続
さ
れ
た
こ
と
は
、
生
類

憐
み
の
令
の
施
行
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
が
朝
幕
関
係
の
う
え
で
抜
き
差
し
な

ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
生
類
憐
み
の
令
発
令
後
、
放
鷹
制
度
は
い
く
つ
か
の
画
期
の
な
か

で
削
減
・
縮
小
を
繰
り
返
し
、
そ
の
な
か
で
元
禄
六
年
九
月
の
幕
府
の
鷹
遣
い
の
停

止
は
決
定
的
な
意
味
を
も
ち
、
幕
府
の
み
な
ら
ず
、
諸
藩
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
放
鷹
制
度
は
残
存
し
、
同
九
年
一
○
月
ま

で
鷹
匠
・
鳥
見
は
廃
止
さ
れ
ず
、
禁
裏
な
ど
へ
の
鷹
の
鶴
の
献
上
も
宝
永
三
年
九
月

に
そ
の
停
止
が
決
定
す
る
ま
で
継
続
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
、
幕
府
の
放
鷹
制
度
は
全

廃
さ
れ
た
と
す
る
の
は
こ
れ
ま
で
の
半
ば
通
説
で
あ
り
、
確
か
に
鷹
を
放
し
て
鷹
部
屋

を
廃
し
、
鷹
方
役
人
も
ほ
ぼ
役
替
え
と
な
り
、
さ
ら
に
朝
廷
へ
の
鷹
の
鶴
の
献
上
も

停
止
さ
れ
た
が
、
鳥
見
組
頭
や
餌
指
役
は
存
在
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
全
廃
と

す
る
に
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

幕
府
の
獺
遣
い
停
止
後
、
鳥
見
か
ら
役
替
え
と
な
っ
た
寄
合
番
の
者
た
ち
は
「
御

留
場
」
（
元
留
場
）
で
生
類
保
護
や
巣
払
い
を
担
い
、
ま
た
朝
廷
に
は
癬
の
鶴
の
献

上
を
止
め
た
が
な
お
初
鶴
や
新
潟
の
進
献
を
継
続
し
、
停
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
歴
史
的
に
、
天
皇
へ
の
自
然
界
か
ら
の
恵
み
の
献
上
は
大
地
領
有
の
承
認
儀
礼

の
意
味
合
い
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
献
上
物
か
ら
鷹
の
鶴
が
消
滅
し
た

と
は
い
え
、
古
来
か
ら
の
国
土
領
有
を
め
ぐ
る
礼
秩
序
の
伝
統
は
残
っ
て
い
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
放
鷹
制
度
は
生
類
憐
み
の
令
の
影
響
に
よ
り

ｈ
 

鷹
遣
い
の
廃
止
に
ま
で
突
き
進
み
、
一
般
民
衆
に
も
「
御
艇
の
事
を
御
止
〆
」
・
を
印

象
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
で
、
鷹
儀
礼
や
鷹
支
配
に
よ
る
国
制
上
の
秩
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４
序
は
彫
を
潜
め
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
綱
吉
政
権
は
仁
心
教
化
と
し
て
の
生
類
憐
み
の

志
を
全
土
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

二
鳶
・
烏
の
巣
払
い
と
放
鳥

生
類
憐
み
の
令
の
発
令
以
降
、
鷹
場
村
々
に
対
す
る
規
制
の
一
つ
に
鳶
や
烏
の
巣

払
い
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
鳶
や
烏
は
鷹
狩
り
の
獲
物
と
な
る
諸
鳥
の
生
息
に
支
障
を

き
た
し
、
ま
た
人
間
生
活
を
脅
か
す
存
在
で
あ
り
、
駆
除
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
生
類
憐
み
の
令
施
行
期
に
生
類
全
般
が
保
護
さ
れ
る
な
か
で
鳶
や
烏
も
増
え
、

鷹
場
管
理
や
人
間
生
活
の
う
え
か
ら
も
そ
の
存
在
が
障
害
と
な
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
幕
府
で
は
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
二
月
二
一
一
一
日
に
鳶
や
烏
の
巣
掛
け

の
見
回
り
と
巣
の
取
り
払
い
を
江
戸
周
辺
の
幕
領
村
々
に
命
じ
た
。
こ
の
時
は
「
従

遥

公
儀
急
度
被
仰
渡
に
て
ハ
無
之
侯
え
と
も
」
く
と
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
テ
」
の

巣
払
い
は
幕
領
内
の
武
家
屋
敷
や
寺
社
に
ま
で
及
ん
だ
。

同
様
の
幕
令
は
元
禄
三
年
三
月
一
六
日
に
も
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
は
「
遅
見

付
、
玉
子
な
と
う
み
候
を
、
巣
を
は
や
ふ
り
、
玉
子
損
候
え
ハ
、
如
何
に
可
有
之
候

間
、
随
分
無
油
断
見
廻
り
」
と
あ
り
、
卵
を
産
み
落
と
し
た
あ
と
で
の
巣
払
い
で
は

生
類
憐
み
の
令
に
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
卵
を
産
み
落
と
す
前
に
処
置
す
る

よ
う
細
心
の
注
意
を
促
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
幕
令
は
「
御
代
官
所
中
え
可
相
触

之
旨
、
御
勘
定
奉
行
衆
よ
り
被
仰
渡
候
冠
と
あ
り
、
幕
領
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

元
禄
四
年
二
月
の
幕
令
に
は
「
江
戸
近
辺
五
里
程
之
内
知
行
有
之
面
々
、
其

所
二
鳶
・
烏
巣
掛
候
ハ
、
、
玉
子
無
之
内
、
早
々
取
せ
可
申
候
、
自
然
玉
子
弁
子

在
之
候
ハ
、
、
其
儘
可
指
置
事
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
巣
払
い
は
幕
領
・
私
領
を
問
わ

ず
、
「
江
戸
近
辺
五
里
程
」
と
い
う
地
域
的
限
定
の
な
か
で
収
散
し
て
い
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
に
は
ま
た
「
御
老
中
被
仰
渡
候
間
、
得
其
意
、
江
戸
近
辺
地
方
有
之

面
々
、
堅
可
申
付
者
也
、
と
あ
り
、
鳶
・
烏
の
巣
払
い
に
対
す
る
幕
府
の
強
い
決
意

が
示
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
鳶
・
烏
の
巣
払
い
を
江
戸
周
辺
五
里
以
内
の
地
域
に
徹
底
さ
せ
る

に
は
、
錯
綜
知
行
形
態
下
の
支
配
領
主
で
は
そ
の
権
限
や
支
配
領
域
か
ら
い
っ
て
も

限
界
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
幕
府
は
こ
の
時
ま
だ
残
存
し
て
い
た
鷹
方
役
人
ら
の
広

域
的
巡
回
機
能
を
利
用
し
て
巣
払
い
改
め
を
担
わ
せ
る
こ
と
に
し
、
そ
の
管
轄
体
制

山
本
藤
右
衛
門

佐
原
十
左
衛
門
江

一
巣
払
之
儀
、
鳥
見
よ
り
両
人
江
届
可
申
候
事

一
御
鳥
見
役
所
之
分
ハ
御
鳥
見
相
改
候
以
後
、
両
人
江
届
可
申
候
事

一
加
藤
伊
織
同
心
共
、
両
人
受
差
図
、
巣
払
相
勤
候
事

加
藤
伊
織
江

御
手
前
組
同
心
共
、
山
本
藤
右
衛
門
・
佐
原
十
左
衛
門
受
差
図
、
巣
払
之

儀
相
勤
さ
せ
可
被
申
候

御
鳥
見
江

巣
払
之
儀
、
自
分
役
所
之
分
者
相
改
候
以
後
、
山
本
藤
右
衛
門
・
佐
原
十

左
衛
門
江
届
可
申
侯
、
外
よ
り
申
来
候
分
ハ
早
速
右
両
人
江
可
相
達
候

こ
の
史
料
は
若
年
寄
が
巣
払
い
を
め
ぐ
る
生
類
方
・
鷹
師
頭
・
鳥
見
の
三
者
間
の

指
揮
系
統
を
そ
れ
ぞ
れ
に
内
密
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
山
本
藤
右
衛
門
・
佐
原
十

左
衛
門
は
元
鷹
匠
で
生
類
方
と
な
り
、
加
藤
伊
織
は
こ
の
時
－
人
だ
け
残
っ
て
い
た

騰
師
頭
で
あ
っ
た
。
鷹
師
頭
加
藤
伊
織
に
属
す
る
熈
師
同
心
は
生
類
方
（
寄
合
番
支

配
）
の
指
揮
に
よ
り
勤
仕
し
、
鳥
見
は
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
地
域
の
巣
払
い
改
め
を
担

当
し
、
生
類
方
に
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
巣
払
い
の
業
務
は
生
類

方
の
統
率
に
よ
っ
て
鷹
師
同
心
・
鳥
見
を
従
属
す
る
形
で
達
成
さ
れ
た
。
こ
の
組
織

体
制
に
よ
っ
て
、
巣
払
い
は
同
年
二
月
二
一
一
一
日
に
江
戸
廻
り
ば
か
り
で
な
く
、
江
戸

町
で
も
行
わ
れ
た
が
、
江
戸
愛
宕
山
境
内
の
み
は
巣
払
い
が
禁
じ
ら
れ
た
。

そ
し
て
元
禄
九
年
一
○
月
に
鷹
師
頭
・
鷹
師
・
鳥
見
の
役
職
が
廃
止
さ
れ
る
と
、

鷹
師
・
鳥
見
ら
の
一
部
は
寄
合
番
と
な
り
、
巣
払
い
な
ど
の
職
務
に
励
む
よ
う
に
な

っ
た
。
さ
て
、
こ
の
寄
合
番
と
い
う
組
織
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
え

ば
、
同
六
年
九
月
の
鷹
遣
い
の
停
止
以
後
、
そ
れ
ま
で
鷹
師
を
務
め
た
者
の
一
部
が

編
入
さ
れ
た
職
制
で
、
そ
の
後
も
鷹
師
・
鳥
見
を
務
め
た
者
の
一
部
が
こ
れ
に
編
入

さ
れ
て
い
っ
た
。
寄
合
番
に
は
二
つ
の
系
統
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
こ
の
時
期
造
成

さ
れ
た
大
久
保
・
四
谷
・
中
野
の
犬
小
屋
預
り
と
な
”
、
も
う
一
方
は
小
日
向
台
町

を
強
化
し
て
い
っ
た
。
同
八
年
二
月
に
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
「
若
年
寄
よ
り
内

証
二
而
渡
候
誓
付
」
園
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

党
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の
鷹
部
屋
御
用
屋
敷
に
付
属
し
、
巣
払
い
な
ど
の
業
務
に
あ
た
つ
が
・
い
ず
れ
も
、

癬
師
・
鳥
見
出
身
の
者
か
ら
構
成
さ
れ
、
後
者
の
責
任
者
が
生
類
方
の
山
本
藤
右
衛

門
と
佐
原
十
左
衛
門
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
巣
払
い
の
組
織
体
制
が
整
備
さ

れ
る
と
、
そ
の
実
施
方
法
も
明
確
に
な
っ
て
い
っ
た
。
次
の
史
料
は
同
年
一
○
月
一

七
日
に
触
れ
ら
れ
た
覚
書
で
あ
率

党

正
月
四
月
五
月
九
月
十
二
月

右
五
ヶ
月
ハ
移
し
の
様
子
有
之
間
、
山
本
藤
右
衛
門
・
佐
原
十
左
衛
門
方
江

日
限
可
被
聞
合
候

一
二
月
朔
日
八
日
十
七
日
廿
日
廿
四
日

一
一
一
一
月
三
日
八
日
十
七
日
廿
日
廿
四
日

一
六
月
八
日
十
七
日
廿
日
廿
四
日

一
七
月
七
日
八
日
十
三
日
十
四
日
十
五
日
十
六
日

十
七
日
廿
日
廿
四
日

一
八
月
朔
日
八
日
十
七
日
廿
日
廿
四
日

一
十
月
八
日
十
七
日
廿
日
廿
四
日

一
十
一
月
同
断

右
之
日
限
り
ハ
鳶
・
願
移
シ
不
仕
候
、
以
上

子
十
月
十
七
日

こ
れ
は
鳶
・
烏
の
巣
払
い
月
と
そ
の
禁
止
月
日
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
巣
払

い
禁
止
日
の
う
ち
、
八
日
・
十
七
日
・
廿
日
・
廿
四
日
は
初
代
か
ら
四
代
ま
で
の
歴

代
将
軍
の
忌
日
で
あ
り
、
そ
の
精
進
日
と
な
っ
て
い
た
た
め
巣
払
い
が
禁
止
さ
れ
て

い
た
。
そ
し
て
巣
払
い
は
生
類
方
山
本
・
佐
原
両
名
の
管
理
の
も
と
で
執
行
さ
れ
て

そ
れ
で
は
、
こ
の
巣
払
い
は
そ
の
対
象
地
域
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
次
の
史
料
は
元
禄
一
○
年
二
月
に
武
蔵
国
小
川
新
田
が
作
成
し
た
巣
払
い
触

に
対
す
る
郷
中
連
判
状
で
あ
浄
・

覚

最
前
相
触
候
通
、
寺
社
・
侍
屋
鋪
鳶
・
烏
巣
を
掛
候
者
弥
無
油
断
早
速
取
払
、

巣
を
不
掛
様
二
可
仕
候
、
若
見
落
候
巣
有
之
、
玉
子
か
え
り
候
者
巣
勲
憾
靜

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
以
下
、
略
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
寺
社
及
び
武
家
屋
敷
に
お
け
る
鳶
・
烏
の
巣
払
い
は
生
類
方
の

山
本
・
佐
原
に
、
そ
し
て
「
江
戸
廻
元
御
留
場
」
は
天
野
ら
五
名
に
よ
っ
て
行
わ

れ
、
そ
の
管
轄
は
大
き
く
二
分
さ
れ
て
い
た
。
天
野
ら
五
名
は
い
ず
れ
も
鳥
見
役
か

ら
役
替
え
し
た
寄
合
番
で
あ
り
、
生
類
方
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
。
巣
払
い
触
は
勘
定

奉
行
・
勘
定
吟
味
役
か
ら
幕
府
代
官
を
経
由
し
て
村
落
に
触
れ
ら
れ
、
村
々
は
請
書

山
本
藤
右
衛
門
・
佐
原
十
左
衛
門
方
へ
可
遣
候
、
手
前
二
而
巣
写
候
義
難
成

候
者
、
其
段
右
両
人
方
迄
可
申
越
候
、
両
人
方
方
支
配
之
者
過
シ
為
写
可
申

候
事

一
江
戸
廻
元
御
留
場
之
内
二
鳶
・
烏
巣
を
掛
候
者
、
其
所
之
百
姓
占
寄
合

致
番
支
配
天
野
九
郎
兵
衛
・
幸
田
孫
助
・
鑓
藤
与
兵
衛
・
海
野
三
右
衛
門
・

岡
田
甚
右
衛
門
方
え
注
進
可
仕
候
、
右
五
人
之
者
共
も
相
廻
し
吟
味
候
間
左

様
ニ
可
被
心
得
候
、
以
上

丑
二
月

如
斯
御
書
付
出
候
二
付
写
過
し
候
間
被
得
其
意
、
面
々
御
代
官
所
江
戸
拾
里

四
方
分
計
可
被
相
触
候
、
其
外
者
無
用
二
而
候
、
此
廻
状
留
り
之
方
方
対
馬

守
方
へ
可
被
相
返
候
、
以
上

二
月
十
五
日

諸
星
伝
左
衛
門

井
戸
対
馬
守

荻
原
近
江
守

稲
生
下
野
守

松
平
美
濃
守

設
楽
勘
左
衛
門
殿

右
之
通
御
廻
状
相
廻
候
間
弥
念
入
、
右
御
書
付
之
通
二
候
者
早
々
注
進
可
仕

候
、
若
致
油
断
御
書
付
之
趣
相
背
候
ハ
、
、
子
細
愈
議
之
上
急
度
可
申
付
候
、

巳
上

二
月
廿

設
勘
左
衛
門
判

右
御
書
付
之
趣
大
小
百
姓
寄
合
拝
見
仕
候
、
少
も
無
油
断
相
守
可
申
侯
、
己
上

元
禄
十
年
丑
ノ
ー
月
廿
五
日
小
川
新
田組
頭
八
郎
右
衛
門
⑳
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の
提
出
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
触
は
江
戸
町
の
ほ
か
、
「
江
戸

廻
元
御
留
場
」
に
も
触
れ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
範
囲
は
「
江
戸
拾
里
四
方
」

で
あ
っ
た
。
こ
の
「
江
戸
拾
里
四
方
」
と
い
う
地
域
概
念
は
、
追
放
刑
の
御
構
地
と

し
て
の
類
型
を
除
け
ば
、
巣
払
い
触
に
は
じ
め
て
登
場
す
る
も
の
で
あ
り
、
鵬
狩
り

を
行
わ
な
い
生
類
保
護
区
と
し
て
の
「
御
留
場
」
概
念
の
成
立
と
軌
を
一
に
し
て
い

た
。
享
保
期
以
降
、
「
江
戸
拾
里
四
方
」
は
鉄
砲
令
施
行
の
地
域
概
念
の
一
つ
と
し

て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
誹
・

さ
て
、
こ
の
巣
払
い
触
を
「
江
戸
拾
里
四
方
」
の
諸
地
域
に
徹
底
さ
せ
る
に
あ
た

り
、
支
配
領
主
は
各
町
村
か
ら
請
書
を
提
出
さ
せ
て
い
た
が
、
元
禄
一
四
年
二
月
に

関
東
郡
代
伊
奈
半
左
衛
門
忠
順
が
金
杉
・
高
輪
・
品
川
・
川
崎
の
各
町
用
元
に
宛

て
た
巣
払
い
触
で
は
「
証
文
之
儀
ハ
用
本
方
江
村
々
占
一
領
切
二
取
集
、
用
元
方

占
可
差
出
侯
『
と
あ
り
、
村
々
か
ら
提
出
さ
れ
た
請
書
は
用
元
が
領
単
位
で
取
り
集

め
、
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
当
時
、
江
戸
周
辺
の
支
配
領
主
は
そ
れ
ま
で

鳥
見
役
が
担
っ
て
き
た
殺
生
取
締
り
を
引
き
継
い
で
お
り
、
「
御
留
場
」
の
諸
鳥
殺

生
関
連
の
取
締
り
も
領
を
単
位
に
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
幕
府
は
江
戸
周
辺
の
特
定
地
域
に
鶴
の
放
し
飼
い
の
場
を
設
定
し
、
そ
の
監

視
を
周
辺
村
落
に
義
務
づ
け
て
い
た
。
村
々
は
番
人
を
付
け
、
そ
の
生
息
状
況
を
生

類
方
及
び
寄
合
番
に
報
告
す
る
義
務
を
負
っ
た
。
そ
う
し
た
地
域
の
一
つ
と
し
て
武

蔵
国
越
谷
領
大
間
野
村
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
元
禄
九
年
に
放
た
れ
、
以
後
越
谷
領
・

幸
手
領
村
々
が
番
人
を
付
け
見
守
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
相
手
が
鳥
で
あ
る
だ

け
に
ど
こ
へ
飛
ん
で
い
く
か
も
わ
か
ら
ず
、
二
領
村
々
だ
け
で
は
鶴
番
人
足
の
負
担

に
支
障
を
き
た
し
は
じ
め
た
。
そ
こ
で
翌
一
○
年
二
月
一
四
日
、
武
蔵
国
八
条
領
用

元
の
源
右
衛
門
・
七
郎
兵
衛
が
提
出
し
た
「
丹
頂
鶴
居
つ
き
注
進
請
書
」
に
は
「
此

度
被
仰
付
候
ハ
、
御
鶴
之
居
付
候
所
之
者
番
付
七
日
間
二
前
々
之
通
於
江
戸
二
御

寄
合
御
番
衆
中
様
迄
御
注
進
仕
候
筈
二
佐
原
十
左
衛
門
様
・
山
本
藤
右
衛
門
様

占
被
仰
越
候
趣
、
拙
者
共
二
被
仰
渡
奉
畏
候
、
自
今
以
後
ハ
当
分
御
鶴
居
付
侯
村

５
番
人
附
置
、
早
速
用
本
名
主
方
へ
申
通
、
｜
領
占
人
足
二
而
跡
々
之
通
廻
り
二

相
勤
、
其
所
占
注
進
仕
候
筈
二
申
通
へ
く
候
毛
と
あ
っ
て
、
八
条
領
村
々
も
鶴
の

番
人
足
を
勤
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
人
足
徴
発
が
領
単
位
で
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
鶴
の
放
し
飼
い
の
前
提
と
し
て
、
幕
府
は
以
前
か
ら
組
織
的
に
鶴
の

放
し
飼
い
を
小
石
川
や
早
稲
田
の
田
地
な
ど
で
行
い
、
そ
の
施
設
は
放
鶴
場
と
呼
ば

れ
て
い
た
。
小
石
川
の
放
鶴
場
の
運
営
は
貞
享
四
年
二
月
か
ら
開
始
さ
れ
、
常
時
鶴

番
が
置
か
れ
、
そ
の
人
足
に
は
給
金
が
支
払
わ
れ
て
い
た
。
次
の
史
料
は
宝
永
四
年

三
月
の
も
の
だ
が
、
番
人
足
給
金
の
支
出
経
路
を
よ
く
示
し
て
い
夢
・

覚

小
石
川
田
之
中
之
鶴
定
番
人
・
早
稲
田
鶴
増
番
人
二
ヶ
所
之
御
給
金
、
前
々

之
通
御
勘
定
所
江
被
仰
渡
可
被
下
候
、
以
上

三
月
廿
六
日

岡
田
甚
右
衛
門

河
原
喜
兵
術

右
之
通
如
例
年
可
被
相
渡
候
、
加
藤
越
中
守
殿
御
断
奉
如
此
候
、
但
小
石
川

鶴
定
番
人
給
金
只
今
迄
五
拾
五
両
二
候
処
、
五
両
減
当
年
五
拾
両
二
成
候
由
、

岡
田
甚
右
衛
門
断
二
侯
、
為
心
得
申
遣
候
、
以
上

亥
三
月
廿
六
日

荻
近
江
守
印

石
阿
波
守
印

中
出
雲
守
印

戸
日
向
守
印

清
野
与
右
衛
門
殿

小
石
川
に
は
鶴
番
の
番
所
が
築
か
れ
、
そ
の
定
番
人
た
ち
に
は
給
金
五
○
両
余
が

支
払
わ
れ
て
い
た
。
番
人
給
金
の
公
金
か
ら
の
支
出
は
、
寄
合
番
二
名
か
ら
生
類
方

支
配
の
若
年
寄
加
藤
明
英
に
申
し
出
、
若
年
寄
の
承
認
を
得
た
う
え
で
勘
定
所
に
回

さ
れ
、
勘
定
奉
行
荻
原
童
秀
ら
四
名
か
ら
代
官
清
野
貞
平
に
下
命
さ
れ
執
行
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
手
続
き
が
と
ら
れ
て
い
る
の
は
番
人
の
給
金
が
年
貢
か
ら
差
引

勘
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
翌
五
年
二
月
一
九
日
に
は
生
類
方

の
佐
原
十
左
衛
門
・
山
本
又
十
郎
が
「
小
石
川
田
之
中
之
鶴
之
場
所
か
こ
ひ
よ
し

弁
番
所
の
屋
ね
損
申
候
、
修
復
之
儀
前
々
之
通
御
勘
定
所
江
被
仰
渡
可
被
下
侯
、

と
い
う
覚
書
を
提
出
し
て
お
り
、
垣
根
・
屋
根
の
修
復
な
ど
放
鶴
場
関
連
施
設
の
経

費
も
勘
定
所
を
経
由
し
て
支
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
う
し
て
運
営
さ
れ
て
き
た
放
鶴
場
の
業
務
を
め
ぐ
っ
て
、
宝
永
五
年
一
○
月
二

七
日
に
は
寄
合
番
が
行
っ
て
き
た
放
鶴
場
の
管
理
に
手
落
ち
が
あ
り
、
寄
合
番
岡
田
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甚
右
衛
門
・
桜
井
太
郎
左
衛
門
・
近
藤
与
兵
衛
・
河
原
喜
兵
衛
の
四
名
が
追
放
刑

に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
「
江
戸
幕
府
日
記
」
に
よ
れ
ば
「
閏
正
月
廿
六

日
夜
早
稲
田
放
瀧
損
候
由
、
番
人
請
負
之
方
よ
り
夜
中
為
相
知
候
之
処
、
早
速
注

進
不
仕
、
翌
日
ま
て
不
申
達
、
佐
原
十
左
衛
門
・
山
本
又
十
郎
江
も
見
世
不
申
候
、

且
又
番
人
常
々
不
足
二
候
処
、
其
段
も
不
相
便
、
重
々
不
居
候
、
依
之
重
て
追
放

⑤
 

申
付
者
也
」
Ⅱ
と
あ
り
、
ま
た
巷
間
流
布
さ
れ
た
と
一
」
ろ
で
は
「
御
飼
鶴
煩
申
候
処
、

養
育
の
い
た
し
方
無
念
仕
」
㈹
と
あ
り
、
病
鶴
処
置
の
不
行
届
と
い
う
職
務
怠
慢
に
よ

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
翌
年
正
月
一
一
○
日
に
将
軍
綱
吉
が
没
し
、
「
生
類
憐
み

の
令
」
が
解
除
さ
れ
る
と
、
小
石
川
放
鶴
場
な
ど
で
飼
わ
れ
て
い
た
鶴
が
一
斉
に
放

た
れ
、
そ
の
業
務
も
終
了
し
た
の
で
あ
罰
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
鳶
・
烏
は
巣
払
い
に
よ
っ
て
駆
除
さ
れ
て
い
た
わ

け
だ
が
、
殺
生
が
許
さ
れ
な
い
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
生
け
捕
り
の
う
え
放
鳥
さ
れ

た
。
そ
の
こ
と
は
「
江
戸
中
ノ
鳶
・
烏
ノ
類
ヲ
伊
豆
ノ
島
二
放
シ
事
シ
バ
シ
バ
ナ
リ
、

曲

市
中
ニ
ァ
リ
テ
害
ヲ
ナ
ス
モ
之
ヲ
殺
ス
事
ヲ
得
ズ
、
蕃
殖
甚
シ
キ
ヲ
以
テ
也
」
ｉ
と
端

的
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
江
戸
市
中
で
生
け
捕
り
さ
れ
た
鳶
や
烏
は
、
富

坂
町
に
あ
っ
た
鳥
小
屋
に
送
ら
れ
、
し
ば
ら
く
飼
育
さ
れ
た
あ
と
、
そ
の
数
が
ま
と

ま
る
と
伊
豆
諸
島
な
ど
に
放
鳥
さ
れ
た
。
「
常
憲
院
殿
御
実
紀
」
元
禄
四
年
一
○
月

二
一
日
条
の
「
新
島
へ
鳶
烏
九
百
五
十
隻
放
た
る
、
こ
れ
に
つ
き
そ
ひ
て
ま
か
る
鳥

則

医
、
徒
目
付
以
下
の
賎
吏
に
銀
を
た
ま
ふ
「
と
あ
る
の
が
初
見
だ
が
、
第
１
表
に
示

し
た
よ
う
に
宝
永
三
年
二
月
ま
で
に
鳶
・
烏
の
放
鳥
は
八
二
回
に
お
よ
ん
だ
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
放
鳥
の
地
は
新
島
・
大
島
・
神
津
島
・
利
島
の
伊
豆
諸
島
が
圧
倒
的

に
多
か
っ
た
が
、
三
河
国
西
尾
・
伊
勢
国
桑
名
・
常
陸
国
鹿
島
・
下
総
国
香
取
・

伊
予
国
な
ど
に
放
た
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
綱
吉
没
後
の
宝
永
六
年
正
月
二
○
日
に

は
生
類
方
管
理
の
鳥
小
屋
に
集
め
ら
れ
て
い
た
鳶
・
烏
な
ど
が
す
べ
て
放
た
れ
、
以

後
放
鳥
と
そ
の
た
め
の
一
時
飼
育
と
が
停
止
さ
れ
た
。

し
か
し
、
放
鳥
地
の
一
つ
と
な
っ
た
大
島
側
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
「
元
禄
二
年
よ
り

宝
永
五
年
十
二
月
迄
二
十
ヶ
年
余
御
放
鳥
、
鳶
・
瀧
度
々
被
遺
、
先
年
獺
一
度
・

猫
両
度
被
為
遣
、
其
後
鵜
・
鳶
・
鷹
切
々
被
為
遺
候
」
と
あ
り
、
元
禄
二
年
よ
り

宝
永
五
年
ま
で
放
鳥
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
放
鳥
に
は
多
大
な
経

費
を
要
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
大
島
で
の
実
情
の
一
端
は
次
の
史
料
に
よ
っ
て

第１表 幕府の放鳥とその地域

(注）『徳川実紀」第六鮒より作成。

大島 新島 神津島 伊勢桑名 香取及鹿島 三河西尾 利島 伊予及大島 計

元禄４年(1691）

元禄５年(1692）

元禄６年(1693）

元禄７年(1694）

元禄８年(1695）

元禄９年(1696）

元禄10年(1697）

元禄１１年(1698）

元禄12年(1699）

元禄13年(1700）

元禄１４年(1701）

元禄15年(1702）

元禄１６年（1703）

宝永元年(1704）

宝永２年(1705）

宝永３年(1706） １５４１２２６６５３５６３２１ 
１１２３２１１ 
１ 

３１１２ 

２１１１ 

１ 

１ 

２ 

１ 

１ １５８９３４３９９５４８６４３１ 
計 5２ 1２ ７ ５ ２ ２ １ １ 8２ 
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三
「
御
鷹
場
」
か
ら
「
御
留
場
」
へ

元
禄
六
年
九
月
、
幕
府
の
鷹
遣
い
は
一
切
停
止
さ
れ
た
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ

う
に
曝
方
役
人
は
同
九
年
一
○
月
ま
で
残
っ
て
お
り
、
村
落
に
対
す
る
鳥
殺
生
規
制

も
行
わ
れ
て
い
た
。
元
禄
九
年
一
○
月
の
鳥
見
役
廃
止
触
は
次
の
よ
う
な
内
容
を
も

ｕ
 

っ
て
い
ふ
。

覚

御
鳥
見
向
後
相
止
候
得
共
、
只
今
迄
之
御
留
場
前
々
之
通
鳥
類
殺
生
不
仕
、

勿
論
他
所
之
も
の
二
も
殺
生
い
た
さ
せ
ま
じ
く
候
、
病
鳥
有
之
節
者
於
其
所
随

分
念
入
養
育
可
仕
候
、
度
々
其
支
配
へ
不
及
相
達
候
、
若
人
々
さ
ハ
リ
候
て

痛
所
疵
付
候
体
之
鳥
類
有
之
候
ハ
、
、
其
ハ
け
委
細
書
付
其
所
之
御
代
宮
井

地
頭
江
可
申
出
候
、
か
く
し
置
脇
ち
あ
ら
わ
る
典
に
於
い
て
ハ
可
為
曲
事
侯
、

以
上

子
ノ
十
月
日

右
御
書
出
候
之
趣
奉
拝
見
候
、
鳥
類
殺
生
之
儀
不
及
申
上
、
只
今
迄
御
鳥
見

衆
よ
り
被
仰
付
侯
御
法
度
之
趣
弥
堅
相
守
、
病
鳥
落
鳥
等
有
之
候
歎
、
又
ハ

人
障
り
候
ハ
、
痛
所
ハ
疵
付
侯
体
二
相
見
江
候
鳥
類
有
之
候
ハ
、
、
早
速
御

屋
敷
江
可
申
出
旨
被
仰
付
奉
畏
候
、
勿
論
只
今
迄
ノ
通
十
月
５
三
月
迄
御
鷹

番
只
今
迄
之
通
付
置
可
申
候
、
且
又
御
放
鶴
番
人
之
儀
御
鳥
見
衆
江
申
上
侯

知
る
こ
と
が
で
き
が
。

御
用
之
節
者
御
徒
目
附
衆
御
一
人
・
御
鳥
飼
御
坊
主
衆
御
両
人
・
御
小
人
目

附
衆
御
両
人
・
御
六
尺
四
人
・
御
船
手
御
同
心
衆
御
両
人
宛
御
渡
海
二
而
御

座
候
、
御
雇
船
人
足
江
御
扶
持
米
一
日
一
人
五
合
宛
被
下
置
候
、
御
役
人
様

方
御
逗
留
中
者
大
島
浄
土
宗
潮
音
寺
・
禅
宗
金
光
寺
両
寺
二
而
隔
番
二
御
宿

仕
、
同
寺
江
相
詰
候
島
之
小
役
人
、
井
働
申
候
人
夫
江
米
五
合
宛
、
名
主
・

年
寄
江
米
壱
升
宛
毎
度
被
下
置
候
、
着
船
・
出
船
之
節
差
出
申
侯
引
船
賞
者

壱
艘
二
付
銭
百
文
宛
被
下
置
、
右
両
寺
江
茂
畳
両
度
御
敷
替
被
下
置
候

こ
こ
に
は
放
鳥
時
の
同
行
役
人
の
状
況
や
来
島
時
の
島
側
の
対
応
、
そ
し
て
そ
れ

へ
の
扶
持
米
給
付
が
示
さ
れ
て
い
る
。
多
大
な
出
費
と
労
力
と
を
要
し
な
が
ら
放
鳥

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
に
も
、
こ
の
期
の
特
殊
事
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

通
御
屋
敷
へ
可
申
上
侯
、
尤
他
領
飛
行
申
候
ハ
、
只
今
迄
御
領
所
二
而
相
勤

候
通
り
、
先
々
迄
見
届
番
付
置
其
趣
御
注
進
可
申
上
侯
、
御
鳥
見
衆
相
止
候

と
て
殺
生
人
な
と
見
遁
し
聞
逃
シ
に
仕
間
敷
候
、
若
右
之
趣
相
背
候
ハ
、
当
人

ハ
不
及
申
其
村
々
名
主
・
年
寄
迄
何
様
之
曲
事
二
も
可
被
仰
付
侯
、
為
後
日

証
文
差
上
ヶ
申
候
、
佃
如
件

鳥
見
役
廃
止
後
の
「
御
留
場
」
で
は
殺
生
が
厳
禁
さ
れ
、
病
鳥
な
ど
が
あ
る
場
合

は
そ
の
養
育
が
村
々
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
村
落
に
は
一
○
月
か
ら
翌

年
三
月
ま
で
の
鷹
番
の
設
置
義
務
や
放
鶴
番
の
状
況
報
告
義
務
が
課
さ
れ
、
そ
れ
が

鳥
見
役
に
で
は
な
く
、
支
配
領
主
へ
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
村
落
側

か
ら
す
れ
ば
、
殺
生
の
取
締
り
や
鷹
番
の
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
従
前
と
何
ら
変
わ

る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
史
料
で
は
「
御
鷹
場
」
の
用
語
を
見
出
せ
ず
、
「
御
留
場
」
の

用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
御
留
場
」
は
従
来
の
日
本
史
関
連
辞
典
な
ど
で

は
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
以
後
、
徳
川
吉
宗
が
設
定
し
た
一
般
人
の
狩
猟
及
び

漁
労
の
厳
禁
地
域
と
説
明
さ
れ
て
い
》
。
し
か
し
、
幕
府
に
限
っ
て
い
え
ば
、
綱
吉

政
権
下
の
鷹
遣
い
停
止
令
以
後
に
出
現
す
る
領
域
概
念
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
性
格

を
正
確
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
江
戸
周
辺
地
域
に
お
い
て
「
御
留
場
」
と
い
う
表
現
が
い
つ
頃
か
ら
見

出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
管
見
の
限
り
、
そ
の
初
見
は
元
禄
七
年
か
ら
の
よ
う
で
あ

り
、
同
年
九
月
、
武
蔵
国
葛
飾
郡
八
条
領
村
々
が
鳥
見
役
に
提
出
し
よ
う
と
し
た
法

度
請
書
の
雛
勝
に
は
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
る
・

指
上
ヶ
申
御
法
度
手
形
之
事

一
御
取
飼
之
場
へ
御
鷹
出
し
節
者
各
様
方
御
触
次
第
三
請
取
置
候
判
形

二
引
合
、
御
鷹
羽
数
可
申
候
、
御
鷹
仕
廻
御
帰
之
後
ハ
誰
人
二
よ
ら
す
鵬

放
申
儀
ハ
不
及
申
、
大
鳥
ハ
勿
論
小
鳥
迄
鳥
殺
生
一
切
為
致
申
間
敷
候
、

井
鳥
之
巣
子
為
取
申
間
敷
候
、
若
殺
生
仕
候
者
御
座
侯
ハ
、
早
々
可
申
上

候
、
殊
二
御
糖
進
日
五
日
・
八
日
・
十
七
日
・
廿
日
・
廿
四
日
弥
念
を
入

可
申
候
事

一
病
鳥
御
座
侯
ハ
、
早
々
取
上
ヶ
、
各
様
御
出
被
成
候
内
茂
餌
水
を
伺
養

育
仕
、
早
々
御
注
進
可
仕
候
、
落
鳥
見
出
し
次
第
可
申
上
候
、
尤
見
の
か
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し
二
仕
間
敷
候
事

一
御
餌
差
之
儀
ハ
御
触
次
第
御
黒
印
改
、
鳥
為
取
可
申
候
、
御
触
於
無

御
座
候
ハ
御
餌
差
成
共
一
切
殺
生
為
致
申
間
敷
候

附
り
、
野
番
之
者
弐
人
宛
御
指
図
次
第
指
置
可
申
候
、
若
不
審
成
者
御

座
侯
ハ
、
相
改
可
申
上
候
、
井
鳳
榊
立
申
間
敷
候

一
御
留
場
之
内
二
惣
而
不
審
成
者
不
罷
有
候
様
二
常
々
相
改
可
申
侯
、
弁

む
さ
と
張
弓
鉄
砲
又
ハ
鳥
殺
生
之
道
具
を
持
あ
る
き
申
者
御
座
候
ハ
、
改
留

置
可
申
上
候
事

一
御
留
場
之
内
大
道
ハ
不
及
申
、
脇
道
橋
迄
常
々
念
を
入
作
り
可
申
候
、

井
道
へ
懸
り
申
候
木
の
枝
お
ろ
し
可
申
候
事

従
来
な
ら
ば
、
こ
の
手
形
は
「
鷹
場
法
度
手
形
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、

「
御
鷹
場
」
の
文
言
は
見
当
た
ら
ず
、
代
わ
っ
て
「
御
留
場
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

内
容
は
そ
れ
ま
で
の
「
鷹
場
法
度
手
形
」
と
基
本
的
に
変
わ
ら
ず
、
「
御
糟
進
日
」

の
殺
生
に
は
特
に
留
意
せ
よ
と
あ
る
一
文
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
と
い
え
よ

う
。
こ
の
時
期
、
す
で
に
幕
府
の
鷹
遣
い
は
停
止
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
購
方
役

人
が
残
っ
て
い
た
た
め
か
、
鷹
師
の
鷹
遣
い
と
餌
差
の
鳥
殺
生
の
可
能
性
を
予
告
し

つ
つ
、
そ
れ
以
外
の
殺
生
を
厳
禁
し
て
い
る
。
し
か
し
、
幕
府
は
公
式
に
は
鷹
遣
い

を
停
止
し
て
お
り
、
鷹
狩
り
を
行
わ
な
い
領
域
を
「
御
鷹
場
」
と
称
す
る
こ
と
の
矛

盾
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
鷹
場
の
性
格
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
畷
狩
り
の
場
で
は
な
い
と

い
う
意
味
合
い
で
「
御
留
場
」
の
用
語
を
創
出
し
、
新
た
に
「
御
留
場
」
支
配
を
展

開
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
手
形
に
は
従
来
の
「
鷹
番
」
の
代
わ
り
に
「
野
番
」
の
用
語
を
用
い
、

鷹
狩
り
の
場
と
し
て
の
鷹
場
の
イ
メ
ー
ジ
の
払
拭
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
こ
の
段

階
の
「
御
留
場
」
支
配
は
従
来
の
鷹
揚
支
配
と
変
わ
る
こ
と
な
く
、
鳥
見
役
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
。
「
御
癬
場
」
か
ら
「
御
留
場
」
へ
と
移
行
し
て
も
、
村
落
側
か
ら
す

れ
ば
職
狩
り
が
実
施
さ
れ
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
そ
の
支
配
と
役
負
担
の
両
面
か
ら

解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
期
に
創
出
さ
れ
た
「
御
留

場
」
は
鷹
狩
り
を
目
的
と
せ
ず
、
一
般
民
衆
に
殺
生
を
厳
禁
し
、
そ
の
取
締
り
を
も

義
務
づ
け
た
地
域
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
鷹
場
規
制
の
も
と
で
の
殺
生
禁
止
と
鷹

遣
い
停
止
後
の
「
御
留
場
」
で
の
殺
生
禁
止
と
は
、
基
本
的
に
は
同
質
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。

元
禄
九
年
一
○
月
、
「
御
留
場
」
支
配
に
あ
た
っ
て
い
た
鳥
見
役
が
廃
止
さ
れ
る

と
、
「
御
留
場
」
は
「
元
御
留
場
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
評
・
そ
れ
以
降
、
そ
の

支
配
は
鳥
見
か
ら
役
替
え
し
た
寄
合
番
や
支
配
領
主
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、

こ
の
両
者
に
は
そ
の
職
務
管
轄
に
お
い
て
明
確
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
支
配
領
主

は
従
来
鳥
見
役
が
行
っ
た
殺
生
取
締
ｈ
窪
銅
』
当
し
、
寄
合
番
は
鳶
・
烏
の
巣
払
い
や

諸
地
域
に
放
ち
飼
い
さ
れ
た
鶴
な
ど
の
保
護
に
関
す
る
支
配
存
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。

な
お
、
鳥
見
役
の
廃
止
に
よ
っ
て
「
御
留
場
」
か
ら
「
元
御
留
場
」
へ
と
名
義
を
変

え
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
い
か
に
鳥
見
役
が
「
御
臓
場
」
や
「
御
留
場
」
の
支
配
と

一
体
化
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
元
御
貿
場
」
と
な
っ
た
あ
と
も
、
村
落
側
か
ら
す
れ
ば
殺
生
規
制
と
役

負
担
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
江
戸
周
辺
の
事
情
は
田
中
休
慰

が
「
御
仁
慈
の
余
り
殺
生
の
道
産
断
し
、
御
鷹
の
事
を
御
止
〆
、
彼
民
間
の
悩
ミ
と

成
し
山
の
根
の
御
鷹
部
や
を
も
御
掃
キ
捨
、
屋
鋪
跡
ハ
田
地
と
成
、
御
鷹
は
放
さ

れ
、
国
家
二
害
と
成
し
鷹
師
・
餌
差
の
類
、
皆
ち
り
ノ
ー
ー
ニ
成
行
し
事
、
御
三

代
の
間
、
星
霜
都
て
四
拾
余
年
、
殊
二
此
時
程
国
家
の
賦
税
寛
二
し
て
国
土
安
穏

成
事
ハ
な
し
と
い
へ
と
、
｜
得
一
失
の
習
、
鳥
類
・
畜
類
の
為
に
還
て
人
間
の
殺
害

せ
ら
る
員
亭
膠
し
か
り
し
。
爾
の
み
な
ら
す
、
其
頃
又
鳶
・
烏
を
と
り
て
島
へ
流
さ

る
園
の
官
人
一
一
古
し
へ
の
鷹
師
・
餌
差
の
類
を
用
ら
れ
、
在
々
へ
出
て
害
を
な
す
事
、

万
事
む
か
し
の
癖
、
止
事
な
か
り
し
。
且
又
鳶
・
烏
を
船
に
乗
せ
て
島
へ
つ
け
行
、

豆
州
よ
ぃ
陸
へ
上
り
て
帰
ル
の
官
人
二
至
迄
、
皆
道
中
二
て
御
用
二
誇
り
邪
を
な
す

事
大
か
た
な
ら
す
。
泊
リ
ノ
ー
ー
ニ
し
て
は
遊
女
を
集
て
大
酒
し
、
其
入
用
を
払
ふ

事
な
く
、
剰
へ
其
頃
通
用
せ
ぬ
大
銭
を
持
来
て
無
理
一
一
お
し
つ
け
て
金
を
と
り
、
色
々

様
々
の
邪
非
、
筆
二
尽
し
か
た
か
り
し
。
情
一
得
一
失
の
世
の
中
を
わ
た
り
く
ら
へ

て
見
る
に
、
其
頃
の
御
制
法
は
犬
の
子
一
シ
・
雀
一
羽
の
事
二
も
、
寝
耳
二
水
の
入

か
こ
と
く
、
死
刑
・
流
罪
二
逢
ふ
て
生
類
の
為
二
心
弁
値
し
、
人
間
常
住
の
心
も
な

く
、
民
間
不
断
、
只
其
日
を
無
何
事
過
る
事
の
ミ
を
息
つ
く
世
の
中
た
り
し
も
、
不

幸
ニ
し
て
罪
を
得
る
ハ
又
万
人
一
二
人
の
事
な
り
し
。
又
御
鷹
の
為
に
人
民
の
悩
む

事
ハ
、
民
間
の
心
、
さ
し
て
驚
程
の
事
に
は
あ
ら
す
と
い
へ
と
、
此
難
ハ
万
人
二
万

人
な
か
ら
も
る
蛍
事
な
け
れ
は
、
い
つ
れ
を
か
是
と
し
、
い
つ
れ
を
か
非
と
せ
ん
。
と

Hosei University Repository



10 

四
生
類
憐
み
の
令
解
禁
後
の
幕
府
・
諸
藩
の
動
向

宝
永
六
年
正
月
一
○
日
に
将
軍
綱
吉
は
死
去
し
、
甲
府
藩
か
ら
入
っ
た
家
宣
が
六

代
将
軍
と
な
っ
た
。
生
類
憐
み
の
令
の
継
続
は
綱
吉
の
遺
命
で
あ
っ
た
が
、
幕
府
は

そ
の
廃
止
に
踏
み
切
り
、
生
類
関
連
の
政
策
で
は
同
月
二
○
日
に
生
類
方
の
も
と
で

管
理
さ
れ
て
い
た
鳶
・
烏
が
す
べ
て
放
た
れ
、
二
月
二
日
に
は
小
石
川
放
鶴
場
の
鶴

も
す
べ
て
放
た
れ
た
。
ま
た
三
月
一
一
四
日
に
は
か
っ
て
鳥
猟
運
上
金
を
上
納
し
て
い

た
者
の
鳥
猟
を
許
し
て
い
季
・
そ
の
ほ
か
、
中
野
の
犬
小
屋
を
廃
止
し
、
そ
の
た
め

に
徴
収
さ
れ
て
い
た
江
戸
町
民
か
ら
の
上
納
金
や
周
辺
諸
村
の
犬
の
養
育
も
廃
止
さ

れ
た
。
こ
の
な
か
で
、
同
年
四
月
六
日
に
は
将
軍
が
大
名
・
旗
本
ら
に
出
し
た
七
か

条
の
覚
書
の
一
つ
に
「
御
鷹
場
御
用
承
候
者
、
場
所
見
立
可
申
候
事
弓
と
あ
り
、
放

鷹
制
度
の
復
活
を
意
図
し
は
じ
め
た
。

幕
府
鷹
場
の
復
活
ま
で
に
は
な
お
時
間
を
要
し
た
が
、
生
類
憐
み
の
令
の
解
除
に

伴
い
、
社
会
状
況
は
一
変
し
た
。
ま
ず
同
年
四
月
頃
に
は
「
将
軍
宣
下
御
用
に
御
所

望
に
て
、
御
代
替
始
而
塩
鶴
献
上
之
衆
」
と
し
て
、
仙
台
藩
伊
達
氏
・
南
部
藩
南

部
氏
・
陸
奥
二
本
松
藩
丹
羽
氏
・
陸
奥
中
村
藩
相
馬
氏
・
鳥
取
藩
池
田
氏
・
岡
山

藩
池
田
氏
の
六
家
に
塩
鶴
の
献
上
を
命
じ
、
そ
の
儀
礼
を
復
活
さ
せ
て
い
認
・
「
文

昭
院
殿
御
実
紀
」
の
翌
七
年
五
月
一
一
一
○
日
条
に
は
「
小
普
請
加
藤
助
之
進
某
さ
き

に
間
部
越
前
守
詮
房
を
あ
て
ど
こ
ろ
と
せ
る
訴
状
を
し
た
た
め
、
馬
場
先
門
に
拾
置

た
る
を
も
て
糺
察
せ
ら
る
量
に
、
そ
の
願
ふ
と
こ
ろ
は
、
を
の
れ
鳥
飼
事
を
伝
へ
、
其

薬
方
な
ど
に
く
は
し
け
れ
ば
、
其
事
奉
り
た
き
よ
し
な
り
、
御
家
人
に
似
つ
か
は
し

か
ら
ぬ
事
な
り
と
て
、
分
部
若
狹
守
信
政
に
あ
づ
け
ら
る
」
鯉
と
あ
り
、
幕
府
内
部
で

鳥
飼
い
の
志
願
者
ま
で
現
れ
て
い
る
。
ま
た
当
時
の
江
戸
市
中
の
様
子
と
し
て
「
頃

日
、
大
分
飼
鳥
御
座
侯
、
鳥
篭
屋
な
ど
、
御
屋
敷
近
所
に
も
多
く
出
来
。
殺
生
弥

破
れ
、
市
驚
見
付
よ
り
小
石
川
辺
迄
、
毎
日
御
堀
場
へ
魚
つ
り
人
お
び
た
賛
し
く
有

之
、
夫
に
見
物
人
差
添
、
群
集
と
云
々
」
御
と
あ
り
、
飼
鳥
と
魚
釣
り
と
に
興
じ
る
一

般
民
衆
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

も
に
名
君
の
採
ル
所
一
一
あ
ら
し
」
罰
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
鷹
場
規
制
下
と
鷹
遣
い

停
止
後
の
生
類
憐
み
政
策
下
の
生
活
と
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と
認
識
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
一
般
民
衆
の
心
理
を
代
弁
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
翌
七
年
六
月
一
八
日
に
幕
府
は
江
戸
城
の
堀
回
り
と
「
停
止
之

場
所
」
で
の
魚
鳥
の
殺
生
を
禁
じ
、
ま
た
「
御
餌
差
之
外
」
の
者
の
江
戸
及
び
そ
の

周
辺
で
の
鳥
差
し
を
停
止
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
「
生
類
・
畜
類
の
難
義
を
御
省

キ
有
て
、
天
地
始
て
開
ヶ
た
る
か
こ
と
く
人
民
ほ
っ
と
息
を
つ
き
、
俄
二
人
の
心
ゆ

る
や
か
に
し
て
、
四
民
釣
に
春
の
日
の
氷
キ
を
忘
れ
、
網
を
下
し
て
秋
の
日
の
短
キ

こ
と
を
惜
む
。
家
々
一
一
飼
鳥
の
員
ヲ
尽
し
て
楽
ミ
、
犬
は
打
し
て
も
樹
ふ
人
な
く
、

御
庶
ノ
事
も
御
前
代
の
風
二
慣
て
猶
何
事
の
御
沙
汰
な
く
、
誠
国
家
安
穏
の
お
も

ひ
を
な
し
」
、
と
あ
り
、
生
類
憐
み
の
令
解
除
後
は
前
代
の
殺
生
規
制
か
ら
解
放
さ
れ

た
安
穏
の
日
々
と
一
般
民
衆
に
は
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

幕
府
の
鷹
遣
い
の
停
止
と
生
類
憐
み
の
令
の
解
禁
と
は
、
諸
藩
に
も
大
営
な
影
響

を
与
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
尾
張
藩
で
は
元
禄
六
年
九
月
の
幕
府
の
鷹
遣
い
の
停

止
方
針
を
う
け
て
翌
月
一
五
日
に
は
恩
賜
隠
場
を
幕
府
に
返
上
し
、
ま
た
同
月
飼
育

さ
れ
て
い
た
鵬
を
す
べ
て
放
淨
、
二
月
に
は
鷹
方
役
人
の
役
替
え
や
解
雇
を
行
っ

て
い
か
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
’
一
一
月
一
一
四
日
に
は
「
鷹
師
五
人
、
大
殿
様

五
十
人
組
に
成
、
仰
に
若
鷹
御
数
寄
被
成
候
事
も
可
有
御
座
候
間
、
鷹
之
事
不
可

忘
由
」
鱈
と
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
家
臣
が
同
八
年
六
月
三
日
川
名
辺
に
魚
取
り

に
出
掛
け
る
と
、
そ
の
地
の
農
民
か
ら
「
此
所
殿
様
御
鷹
場
也
」
悶
と
の
理
由
で
、
魚

取
り
を
制
止
さ
れ
て
い
る
。
同
一
四
年
四
月
に
も
御
鵬
役
所
は
鷹
場
村
々
に
定
書
を

発
い
、
鑑
札
所
持
の
鳥
見
・
餌
差
以
外
の
殺
生
存
禁
じ
て
い
る
か
ら
、
鷹
場
規
制
を

継
続
し
つ
つ
、
願
遣
い
を
停
止
し
て
い
た
も
の
と
み
え
る
。
そ
し
て
生
類
憐
み
の
令

が
解
除
さ
れ
る
と
、
宝
永
六
年
二
月
九
日
に
新
番
吉
田
小
右
衛
門
が
江
戸
よ
り
国

元
へ
帰
り
、
そ
の
用
件
は
「
何
も
御
畷
に
付
而
の
こ
と
な
匹
と
あ
り
、
鷹
遣
い
の

復
活
を
進
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

正
徳
元
年
（
一
七
二
）
一
○
月
二
一
日
に
は
藩
主
吉
通
が
東
辺
に
出
か
け
て

鷹
狩
り
を
再
開
し
神
・
同
四
年
七
月
に
は
「
江
戸
に
て
御
鷹
二
連
御
隠
し
に
て
出

来
、
小
沢
八
左
衛
門
、
早
川
長
左
衛
門
御
雇
に
て
御
用
被
仰
付
候
」
と
あ
り
、
鷹

の
飼
育
も
再
開
し
て
い
か
。

会
津
藩
で
も
元
禄
六
年
九
月
の
幕
府
の
鷹
遣
い
の
停
止
方
針
を
う
け
て
、
同
月
一
一

七
日
に
は
「
前
々
鷹
打
候
得
者
差
上
候
得
共
、
向
後
ハ
被
召
上
間
数
候
間
、
御
領

内
之
諸
山
二
お
い
て
鷹
待
候
義
無
用
二
可
仕
旨
被
仰
出
之
『
と
あ
り
、
貞
享
元
年
五
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月
七
日
に
停
止
し
た
幕
府
へ
の
巣
鷹
の
献
上
と
は
別
に
、
こ
の
時
幕
府
に
鷹
を
献
上

す
る
た
め
に
継
続
し
て
い
た
廠
待
を
中
止
し
、
翌
七
年
三
月
二
四
日
に
は
幕
府
か
ら

拝
領
し
た
鷹
を
老
中
に
伺
い
の
う
え
す
べ
て
放
碑
、
同
年
五
月
二
六
日
に
は
餌
差
か

ら
無
役
と
な
っ
た
者
を
御
用
人
の
附
人
と
し
て
貸
し
渡
し
て
い
卒
も
ち
ろ
ん
、
こ

の
時
期
以
降
会
津
藩
で
も
生
類
の
殺
生
は
き
び
し
／
鍵
奉
じ
ら
れ
た
が
、
鷹
役
人
を
全

廃
せ
ず
、
同
九
年
九
月
晦
日
に
は
「
鳥
見
之
者
二
兼
而
札
相
渡
置
候
処
、
御
用
人

申
出
候
趣
を
以
、
今
度
板
札
二
改
相
渡
司
と
あ
り
、
鳥
見
の
鑑
札
所
持
に
よ
る
殺
生

や
「
相
定
候
猟
師
」
の
殺
生
は
依
然
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
猟
師
の
鳥
殺
生
は
当

時
食
用
と
し
て
の
生
鳥
の
需
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
同
一
四
年
一
○
月
の
低
物

価
政
策
に
基
づ
く
品
物
値
段
引
下
げ
に
お
い
て
も
、
生
雁
一
懸
で
七
○
○
文
か
ら
一

貫
文
ま
で
、
生
真
鴨
一
懸
四
○
○
文
、
生
小
鴨
一
懸
一
八
○
文
、
雑
鴨
一
懸
二
二

○
文
、
生
推
子
・
山
鳥
一
懸
三
○
○
文
、
小
鳥
一
○
羽
で
三
○
文
な
ど
と
決
め
ら

れ
、
当
時
の
食
鳥
習
慣
は
依
然
と
し
て
続
い
て
い
渉
。

生
類
憐
み
の
令
解
除
後
の
宝
永
七
年
一
一
月
一
一
九
日
に
は
、
藩
家
中
に
対
し
て
小
騰

飼
い
が
行
わ
れ
て
い
る
と
し
て
そ
の
停
止
を
通
達
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
小
鷹
が
「
外

之
鳥
と
運
、
不
当
義
二
候
間
早
速
相
胸
」
と
あ
っ
て
、
許
可
さ
れ
て
い
な
い
家
臣
の

小
鷹
所
持
を
認
め
な
い
と
す
る
身
分
統
制
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て

正
徳
二
年
二
月
五
日
に
は
上
屋
敷
の
広
間
に
飛
び
込
ん
で
き
た
鶴
の
処
置
を
め
ぐ

っ
て
藩
主
上
覧
の
う
え
鷹
匠
頭
に
下
げ
渡
さ
れ
て
い
か
か
ら
、
す
で
に
こ
の
時
ま
で

に
は
鷹
匠
頭
は
鷹
の
飼
育
を
再
開
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
尾
張
藩
と
同
じ
く
元
禄
六
年
一
○
月
一
五
日
に
恩
賜
朧
場
を
幕
府
に

返
上
し
た
紀
伊
藩
で
も
、
同
年
二
月
に
松
坂
の
獺
部
屋
を
廃
止
し
、
す
べ
て
の
鵬

を
放
つ
》
が
、
生
類
憐
み
の
令
の
解
除
後
の
宝
永
七
年
二
月
に
は
藩
主
吉
宗
が
伊

勢
国
松
坂
領
・
一
志
郡
田
丸
領
な
ど
で
鷹
狩
り
を
行
っ
て
い
か
か
ら
、
幕
府
の
生
類

憐
み
の
令
施
行
期
間
中
に
仮
に
鷹
狩
り
を
中
止
し
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
の
解
除
後

鷹
狩
り
の
復
活
に
向
け
た
整
備
が
急
激
に
進
ん
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
駿
河
田

中
落
下
総
領
村
々
は
、
少
な
く
と
も
正
徳
元
年
ま
で
に
は
猟
師
運
上
と
し
て
鳥
の
上

納
を
命
じ
ら
れ
、
同
二
年
九
月
に
は
鶴
の
上
納
も
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、

村
々
に
鶴
打
人
が
廻
村
す
る
の
で
鶴
が
居
つ
い
て
い
る
所
を
指
図
す
る
よ
う
に
命
じ
、

捕
獲
し
た
鶴
は
江
戸
屋
敷
に
移
送
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
趣
。

こ
の
よ
う
に
、
幕
府
の
生
類
憐
み
の
令
は
諸
藩
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
、
そ
れ

ぞ
れ
の
放
鷹
制
度
も
そ
の
姿
を
大
き
く
変
え
た
が
、
そ
の
縮
小
・
削
減
の
取
り
組
み

は
一
様
で
は
な
く
、
鷹
方
役
人
が
残
っ
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
鷹
場
規
制
が
継

続
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
放
鷹
権
が
本
来
的
に
領
主
権
に
属

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
何
ら
不
思
議
は
な
い
の
だ
が
、
幕
藩
主
従
制
及

び
幕
藩
間
の
鷹
儀
礼
と
の
関
係
で
そ
の
影
響
を
受
け
ず
に
は
す
ま
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
幕
府
の
鵬
関
連
施
策
が
享
保
期
を
迎
え
る
ま
で
手
つ
か
ず
で
あ
っ
た

か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
一
つ
に
鷹
の
飼
育
の
再
開
が
あ
げ
ら
れ
る
。
正
徳

元
年
一
○
月
、
家
宣
の
将
軍
就
任
を
賀
し
て
朝
鮮
通
信
使
一
行
が
入
府
し
た
。
前

月
二
日
に
一
行
は
将
軍
へ
の
献
上
物
で
あ
る
鷹
・
馬
を
伴
っ
て
大
坂
を
発
ち
、
同

月
一
五
日
に
は
名
古
屋
を
通
過
し
て
い
る
。
そ
の
模
様
は
「
御
鷹
は
戌
過
通
る
。
十

一
一
つ
り
。
但
一
つ
り
に
二
連
づ
蚤
、
合
て
こ
十
四
居
也
。
何
も
篭
の
内
に
あ
り
て
不

見
・
阿
部
喜
左
衛
門
附
司
と
あ
る
。
結
局
、
さ
ま
ざ
ま
な
献
上
物
の
一
つ
と
し
て
鷹

は
一
○
居
が
将
軍
に
贈
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
腿
は
幕
府
施
設
で
飼
育
さ
れ
、
享
保
期

に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
経
過
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
詐
・

一
正
徳
元
卯
年
九
月
朝
鮮
人
献
上
之
大
鷹
十
居
、
吹
上
御
花
畑
奉
行
支
配

二
而
年
々
切
飼
占
御
塒
江
入
置
候
処
弐
居
煩
落
申
候
、
残
八
居
享
保
元
申
年

九
月
御
塒
出
被
仰
付
、
同
十
月
方
追
々
御
鵬
献
上
有
之
候
、
同
年
十
二
月

本
郷
二
丁
目
裏
松
平
甲
斐
守
中
屋
敷
上
り
地
江
戸
田
五
助
・
小
栗
長
右
衛
門

両
組
扉
継
御
鷹
部
屋
御
普
請
有
之
、
同
二
酉
年
正
月
七
日
本
郷
御
鷹
部
屋
江

吹
上
占
御
鷹
不
残
引
移
候
処
、
同
廿
一
一
日
出
火
二
付
本
郷
御
鷹
部
屋
類
焼
仕
、

同
年
四
月
駒
込
千
駄
木
榊
原
式
部
大
輔
上
り
屋
敷
一
万
坪
之
地
所
両
組
御
畷

部
屋
弁
同
心
長
屋
共
御
普
請
有
之
候
（
略
）

こ
の
よ
う
に
、
正
徳
元
年
に
朝
鮮
通
信
使
か
ら
贈
ら
れ
た
大
鷹
一
○
居
は
、
吹
上

の
花
畑
奉
行
の
も
と
で
飼
育
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
二
居
は
病
で
失
っ
た
が
、
残

る
八
居
は
享
保
元
年
以
降
の
放
鷹
制
度
の
再
編
の
な
か
で
諸
大
名
か
ら
の
献
上
鷹
と

と
も
に
、
鷹
匠
頭
の
管
轄
す
る
鷹
部
屋
で
馴
養
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て

以
上
の
よ
う
に
、
生
類
憐
み
の
令
の
発
令
に
よ
っ
て
放
鷹
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
そ
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れ
が
享
保
期
に
復
活
す
る
と
い
う
理
解
は
正
確
で
は
な
い
。
綱
吉
政
権
の
「
仁
政
」

方
針
に
よ
っ
て
放
鷹
制
度
の
縮
小
に
手
が
つ
け
ら
れ
、
生
類
憐
み
の
令
の
発
令
に
よ

っ
て
そ
れ
に
拍
車
が
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
確
か
に
放
朧
制
度
は
廃
止

と
い
っ
て
も
よ
い
状
況
に
ま
で
進
捗
し
た
が
、
そ
れ
に
は
な
が
い
時
間
が
か
か
り
、
そ

の
徹
底
も
暖
昧
さ
を
の
こ
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
こ
の
社
会
に
お

け
る
鵬
を
め
ぐ
る
支
配
や
儀
礼
の
浸
透
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

ま
た
幕
府
の
生
類
憐
み
政
策
は
諸
藩
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
の
対
応
は

一
様
で
は
な
か
っ
た
。
幕
府
が
鷹
遣
い
を
停
止
し
た
時
点
で
、
そ
れ
に
追
随
す
る
藩

も
あ
れ
ば
、
反
応
し
な
い
藩
も
あ
っ
た
。
基
本
的
に
幕
府
と
か
か
わ
る
鷹
儀
礼
は
廃

止
し
て
も
、
藩
内
で
は
鷹
方
役
人
を
留
ま
ら
せ
た
り
、
鷹
場
支
配
を
継
続
し
て
い
る

こ
と
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
幕
府
は
諸
藩
に
生
類
憐
み
の
志
を
強
制
し
て
い

な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
生
類
憐
み
の
令
解
禁
後
の
対
応
に
も
表
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
将
軍
と
天
皇
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
生
類
憐
み
の
令
施
行
期
の
末

期
に
将
軍
か
ら
天
皇
へ
の
「
鷹
の
鶴
」
の
献
上
は
停
止
さ
れ
た
が
、
新
潟
・
初
鶴
の

進
上
は
継
続
し
て
い
た
。
こ
れ
も
殺
生
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
大
地
領

有
を
め
ぐ
る
将
軍
・
天
皇
間
の
礼
秩
序
の
う
え
で
、
初
物
の
進
上
が
い
か
に
重
要
な

儀
礼
で
あ
っ
た
か
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
生
類
憐
み
の
令
の
遵
守

を
民
衆
に
求
め
た
幕
府
が
儀
礼
遂
行
の
う
え
で
殺
生
を
継
続
し
、
ま
た
幕
府
か
ら
の

献
上
物
で
あ
る
初
鶴
な
ど
を
食
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
法
秩
序
を
超
え
た
存

在
と
し
て
特
筆
さ
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
綱
吉
政
権
は
放
鷹
制
度
を
含
む
古
制
を
容
赦
な
く
改
変
し
た
が
、
こ

れ
を
綱
吉
の
個
人
的
嗜
好
と
す
る
の
は
正
確
で
な
く
、
こ
の
期
に
要
請
さ
れ
た
あ
り

方
と
し
て
捉
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
幕
府
財
政
の
悪
化
、
幕
府
組
織
の
頽

廃
、
幕
領
農
村
の
疲
弊
な
ど
と
い
う
社
会
状
況
の
な
か
で
、
こ
れ
に
対
応
す
べ
く
登

場
し
た
の
が
綱
吉
政
権
で
あ
っ
た
。
ま
た
将
軍
の
権
威
を
示
す
こ
と
な
く
逝
っ
た
四

代
将
軍
家
綱
の
あ
と
を
受
け
て
、
館
林
藩
主
か
ら
将
軍
に
就
任
し
た
綱
吉
は
、
何
よ

り
も
将
軍
権
威
を
復
活
さ
せ
る
使
命
を
帯
び
て
い
た
。
将
軍
権
威
の
復
活
に
は
古
制

の
徹
底
強
化
と
い
う
方
法
で
も
成
し
遂
げ
ら
れ
た
が
、
将
軍
綱
吉
を
め
ぐ
る
状
況
は

前
述
し
た
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
、
古
制
を
根
本
か
ら
問
い
な
お
す
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
綱
吉
政
権
は
「
仁
政
」
を
旗
印
に
古
制
の
一
部
を
改
変
す
る
こ
と
で
、
将

軍
権
威
の
建
て
直
し
を
は
か
っ
た
。
そ
れ
は
儒
学
に
精
通
し
た
綱
吉
が
唯
一
と
り
う

る
政
権
運
営
の
方
法
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
綱
吉
政
権
は
放
鰯
制
度
の
廃
止
を
意
図
し
て
そ
の
縮
小
を
は
か
っ

て
い
た
の
で
は
な
く
、
「
仁
政
」
と
い
う
政
策
基
調
の
も
と
で
縮
小
さ
れ
て
い
っ
た
と

理
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
生
類
憐
み
の
志
を
民
衆
に
求
め
た
の
も
、
そ
の
基
調
の
一

つ
の
表
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

〈
注
〉

⑪
拙
著
「
将
軍
の
鷹
狩
り
」
、
同
成
社
、
一
九
九
九
年
。
拙
稿
「
綱
吉
政
権
初
期
の
畷

政
策
」
（
「
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
」
第
一
○
七
号
特
別
号
、
一
九
九
八
年
）
。

②
北
島
正
元
「
鷹
場
と
目
黒
六
ヶ
村
」
（
「
目
黒
区
史
」
通
史
編
、
二
四
五
～
六
五
頁
）
。

本
間
清
利
「
御
鷹
場
」
、
埼
玉
新
聞
社
、
一
九
八
一
年
。

③
大
館
右
喜
「
生
類
憐
懲
政
策
の
展
開
」
含
所
沢
市
史
研
究
」
第
三
号
、
一
九
七
九

年
）
。
塚
本
学
「
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
ｌ
元
禄
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
、
平
凡
社
、
一
九

八
三
年
。

川
塚
本
学
「
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
ｌ
元
禄
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ァ
」
、
平
凡
社
、
一
九
八
三

年
、
’
三
三
～
五
頁
。

⑤
拙
共
著
「
鷹
場
史
料
の
読
み
方
・
調
べ
方
」
、
雄
山
闇
出
版
、
一
九
八
五
年
。

⑥
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
十
四
、
一
九
七
頁
。
天
野
氏
は
近
世
初
期
か
ら
忍
近

郷
の
代
官
及
び
忍
・
鴻
巣
周
辺
の
鳥
見
を
勤
め
、
そ
の
下
に
二
○
人
の
鳥
見
同
心
を

付
属
し
て
い
た
。
当
初
、
鳥
見
役
所
や
鰯
部
屋
は
忍
城
内
に
あ
り
、
寛
文
三
年
二

六
六
三
）
年
一
二
月
に
鴻
巣
に
移
転
し
て
い
た
が
、
忠
雄
の
代
の
天
和
二
年
九
月
に

勤
め
を
許
さ
れ
、
鳥
見
同
心
た
ち
の
給
米
も
止
め
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
鳥
見
役
所
や
鰯
部
屋
は
消
滅
し
た
と
み
ら
れ
る
。

、
「
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
」
第
五
巻
、
’
五
五
頁
、
八
日
市
宿
の
項
。
近
世
初
期
、
八

王
子
代
官
の
一
人
で
あ
る
竹
本
権
右
衛
門
は
御
鷹
役
を
兼
ね
、
八
日
市
宿
に
あ
っ
た

鷹
部
屋
を
所
管
し
て
い
た
。
こ
こ
に
は
放
鳥
屋
二
○
軒
・
繁
鳥
屋
一
○
軒
が
あ
り
、
寛

文
一
二
年
に
は
鉢
形
か
ら
鷹
部
屋
一
○
軒
も
移
っ
て
き
た
が
、
天
和
三
年
八
月
に
竹

本
氏
が
江
戸
に
移
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
施
設
は
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
。
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⑧
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
十
、
三
七
九
頁
、
阿
部
宗
義
の
項
。

⑨
「
竹
橋
余
筆
」
、
汲
古
書
院
、
一
九
七
六
年
、
一
五
六
頁
。
拙
稿
「
近
世
の
鷹
場
規

制
と
環
境
保
全
」
（
「
浦
和
市
史
研
究
」
第
一
三
号
、
一
九
九
八
年
）
。

⑩
拙
稿
「
綱
吉
政
権
初
期
の
照
政
策
」
（
「
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
」
第
一
○
七
号
特
別

号
、
’
九
九
八
年
。

⑪
「
徳
川
実
紀
」
第
六
鯛
、
一
五
～
八
頁
。

⑫
「
徳
川
実
紀
」
第
六
篇
、
一
七
六
頁
。

⑬
右
に
同
じ
。

⑭
「
徳
川
実
紀
」
第
六
篇
、
一
七
九
頁
。

⑮
橋
本
博
編
「
大
武
鑑
」
第
二
巻
、
一
九
三
五
年
、
三
九
頁
。

⑯
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
八
、
三
六
四
～
五
頁
。

⑰
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
二
十
、
三
五
五
頁
。

⑱
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
七
、
二
七
六
頁
。

⑲
「
享
保
年
中
御
鷹
心
得
方
其
外
帳
全
」
宮
内
庁
醤
陵
部
蔵
。
な
お
、
こ
の
史
料
は

万
延
二
年
（
一
八
六
二
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
、
「
野
守
鏡
」
と
も
い
わ
れ
る
。

⑩
「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
第
十
三
、
三
八
頁
。

、
塚
本
学
「
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
・
元
禄
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ァ
」
（
平
凡
社
選
書
型
、
一

九
八
三
年
、
一
一
二
’
五
頁
。
こ
の
な
か
で
塚
本
は
、
京
都
町
餌
指
の
将
軍
家
餌
指

と
し
て
の
地
位
は
元
禄
七
年
五
月
に
消
滅
し
た
と
み
て
い
る
。

⑫
「
会
津
藩
家
世
実
紀
」
第
４
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、
五
九
三
～
四
頁
。

⑳
「
甘
露
叢
六
十
一
」
（
『
古
事
類
苑
」
官
位
部
三
、
九
五
七
～
八
頁
）
。

⑭
「
甘
露
識
六
十
二
（
「
古
事
類
苑
」
官
位
部
三
、
九
五
六
頁
）
。

⑮
橋
本
博
編
「
大
武
鑑
」
第
三
・
四
巻
、
一
九
三
五
年
。

㈱
「
徳
川
実
紀
」
第
六
篇
、
一
一
一
二
○
頁
。

⑰
『
徳
川
実
紀
」
第
七
篇
、
二
○
五
頁
。

⑬
「
徳
川
実
紀
」
第
七
篇
、
九
頁
。

⑲
「
徳
川
実
紀
」
第
五
・
六
篇
の
総
検
索
に
よ
る
。

鋤
江
戸
幕
府
日
記
第
二
編
之
一
「
宝
永
年
録
」
第
三
巻
、
野
上
出
版
、
一
九
八
六
年
、

六
一
頁
。

⑪
「
新
訂
民
間
省
要
」
（
村
上
直
校
訂
）
、
有
隣
堂
、
一
九
九
六
年
、
四
二
九
頁
。

⑫
「
武
家
厳
制
録
」
第
三
九
九
号
（
石
井
良
助
編
「
近
世
法
制
史
料
鍍
書
」
３
、
創
文

社
、
一
五
九
頁
）
。

⑬
「
御
当
家
令
條
」
第
四
九
一
号
（
石
井
良
助
編
「
近
世
法
制
史
料
識
瞥
」
２
、
創
文

社
、
二
四
四
～
五
頁
）
。

⑭
「
御
当
家
令
條
」
第
四
九
六
号
（
石
井
良
助
編
「
近
世
法
制
史
料
叢
書
」
２
、
創
文

社
、
二
四
五
～
六
頁
）
。

鯛
「
被
仰
出
留
」
国
立
公
文
書
館
蔵
。

⑱
「
徳
川
実
紀
」
第
六
篇
、
’
’
三
○
頁
。

⑰
本
間
清
利
「
御
鷹
場
」
、
埼
玉
新
聞
社
、
一
九
八
一
年
、
六
二
～
八
頁
。
こ
の
な
か

で
、
本
間
は
「
越
谷
史
料
」
を
出
典
と
し
て
掲
げ
、
小
日
向
台
町
に
あ
っ
た
御
鵬
部

屋
御
用
屋
敷
の
寄
合
番
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

田
「
被
仰
出
留
」
国
立
公
文
書
館
蔵
。

鋤
「
小
平
市
史
料
集
」
第
二
十
一
集
、
熈
場
Ｉ
、
小
平
市
中
央
図
書
館
、
一
九
九
七
年
、

四
七
～
八
頁
。

㈹
拙
稿
「
鉄
炮
令
と
「
江
戸
十
里
四
方
」
」
（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
「
都
市
周
辺
の
地

方
史
」
、
雄
山
閣
出
版
、
’
九
九
○
年
）
。

仰
「
神
奈
川
県
史
」
資
料
編
６
、
近
世
（
３
）
、
二
○
○
Ｉ
｜
頁
。

㈹
「
越
谷
市
史
三
』
史
料
一
、
五
四
’
五
頁
。

㈹
「
竹
橋
余
筆
」
、
汲
古
書
院
、
一
九
七
六
年
、
一
二
○
頁
。

“
「
竹
橋
余
筆
」
、
汲
古
書
院
、
一
九
七
六
年
、
一
二
○
～
一
頁
。

㈱
江
戸
幕
府
日
記
第
二
編
之
一
「
宝
永
年
録
」
第
四
巻
、
野
上
出
版
、
一
九
八
五
年
、

四
二
二
～
一
一
一
頁
。

㈹
「
鶴
鵡
篭
中
記
（
三
）
」
宝
永
五
年
一
○
月
二
七
日
条
（
「
名
古
屋
叢
書
続
編
』
第
十

一
巻
、
一
九
六
八
年
、
三
九
五
頁
）
。

㈹
「
文
昭
院
殿
御
実
紀
」
宝
永
六
年
二
月
二
日
条
に
「
先
代
の
御
時
、
小
石
川
の
ほ
と

り
に
、
野
鶴
を
畜
養
す
る
処
設
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
毎
朝
徒
目
付
見
廻
る
こ
と
な
り
し

が
、
今
日
よ
り
こ
れ
を
や
め
、
鶴
を
も
放
去
ら
し
む
」
と
あ
り
、
小
石
川
放
鶴
場
を
所

管
し
て
い
た
寄
合
番
四
名
が
宝
永
五
年
一
○
月
二
七
日
に
追
放
刑
に
処
せ
ら
れ
た
あ

と
、
徒
目
付
が
担
当
し
て
い
た
よ
う
に
も
思
え
る
（
「
徳
川
実
紀
」
第
七
筋
、
九
頁
）
。

⑱
『
南
紀
徳
川
史
」
第
一
冊
、
清
文
堂
、
四
六
二
－
三
頁
。

Hosei University Repository



1４ 

㈹
注
⑲
、
三
一
四
～
五
頁
。

㈹
「
東
海
市
史
」
資
料
編
第
二
巻
、
一
九
七
四
年
、
二
三
八
～
四
○
頁
。

㈱
「
鴎
鵡
篭
中
記
（
三
）
」
（
『
名
古
屋
鍍
轡
続
編
」
第
十
一
巻
、
一
九
六
八
年
、
五
一

倒
右
同
、
一
九
六
頁
。

㈱
注
倒
、
一
九
八
頁
。

㈹
「
新
訂
民
間
省
要
」
（
村
上
直
校
訂
）
、
有
隣
堂
、
一
九
九
六
年
、
四
三
○
頁
。

㈹
「
鶴
鵡
講
中
記
二
）
」
〈
「
名
古
屋
叢
書
続
編
」
第
九
巻
、
一
九
六
五
年
、
一
九
四

⑪
江
戸
幕
府
日
記
第
二
編
之
一
「
宝
永
年
録
」
第
五
巻
、
野
上
出
版
、
一
九
八
六
年
、

一
巻
、
一
九
六
八
生

㈱
右
同
、
四
五
六
頁
。

⑲
「
徳
川
実
紀
」
第
七

⑳
注
㈹
、
四
五
二
頁
。

御
「
鶏
鵡
篭
中
記
（
四
）
」
（
「
名
古
屋
叢
書
続
編
」
第
十
二
巻
、
一
九
六
九
年
、
六
六

㈹
「
徳
川
実
紀
」
第
六
篇
、
一
二
三
頁
。

剛
天
明
九
年
「
大
島
差
出
帳
」
大
島
町
役
場
蔵
。

⑪
「
越
谷
市
史
三
」
史
料
一
、
六
七
九
’
八
○
頁
。

図
「
国
史
大
辞
典
」
（
吉
川
弘
文
館
）
「
留
場
」
の
項
（
塚
本
学
執
筆
）
。

㈱
『
越
谷
市
史
三
」
史
料
一
、
六
七
九
頁
。

例
宝
永
五
年
ま
で
毎
年
触
れ
ら
れ
た
巣
払
い
触
で
は
、
元
禄
一
○
年
以
降
い
ず
れ
も
「
元

御
留
場
」
も
し
く
は
「
元
留
場
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
元
禄
一
五
年
五
月
の
「
寺

社
領
及
び
門
前
町
屋
の
飼
犬
猫
繋
ぎ
令
」
で
は
な
お
「
御
鷹
場
」
の
表
現
が
み
ら
れ

る
（
「
憲
教
類
典
」
（
三
）
「
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊
」
一
一
一
九
、
汲
古
書
院
、
’
九

八
四
年
、
三
七
六
頁
）
。

⑱
「
新
訂
民
間
省
要
」
（
村
上
直
校
訂
）
、
有
隣
堂
、
一
九
九
六
年
、
四
二
九
～
三
○
頁
。

㈹
「
徳
川
実
紀
」
第
七
鰯
、
一
七
頁
。

⑰
「
鶏
鵡
篭
中
記
（
三
）
」
宝
永
五
年
一
○
月
二
七
日
条
（
「
名
古
屋
鍛
掛
続
編
」
第
十

一
巻
、
一
九
六
八
年
、
四
五
一
頁
）
。

頁
～〆

｡ 

息
◎ 

三

頁
、■〆

。

九

頁
｡ 

第
七
篇
、

一
○
四
頁
。

の
右
同
、
三
七
四
頁
。

の
「
会
津
藩
家
世
実
紀
」
第
４
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、
五
七
六
頁
。

⑫
右
同
、
五
九
○
頁
。

⑬
注
⑲
に
同
じ
。

伽
「
会
津
藩
家
世
実
紀
」
第
５
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
’
九
七
九
年
、
一
一
一
二
頁
。

㈲
右
同
、
二
七
五
～
六
頁
。

⑱
注
の
、
六
四
三
頁
。

⑰
「
会
津
藩
家
世
実
紀
」
第
６
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
○
年
、
’
二
九
～
三
○
頁
。

⑱
注
㈹
に
同
じ
。

㈲
注
㈹
、
五
三
三
頁
。

㈹
「
鎌
ヶ
谷
市
史
」
資
料
編
Ⅲ
・
上
、
中
世
・
近
世
Ｉ
、
三
五
三
頁
。

⑪
注
㈱
、
五
八
頁
。

⑫
注
⑯
に
同
じ
。
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